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懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
2
0
0
8

{
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
文
学
部
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー

二
O
O八
年
二
月
二
九
日
発
行
)

懐
徳
堂
に
お
け
る
儒
教
儀
礼
の
受
容

l

中
井
家
の
家
礼
実
践
を
中
心
に
|

は
じ
め
に

本
稿
は
、
懐
徳
堂
の
儒
礼
受
容
、
な
か
で
も
中
井
家
に
お
け
る
家
礼
実
践
の
様
相
の

検
討
を
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
市
井
に
生
き
た
儒
家
知
識
人
た
ち
が
社

会
生
活
に
お
い
て
い
か
に
思
想
を
実
践
し
た
か
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

先
行
研
究
で
は
、
懐
徳
堂
の
鬼
神
祭
間
を
め
ぐ
る
儒
家
的
言
説
を
中
心
に
議
論
が
行

わ
れ
、
そ
の
無
鬼
論
が
精
織
に
分
析
さ
れ
、
現
在
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
み
た
。
他
方
、

懐
徳
堂
の
儒
礼
受
容
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
『
喪
祭
私
説
』
を
め
ぐ
る
研
究
が
二
三
あ

り
、
そ
し
て
同
じ
く
後
述
の
「
中
井
家
歴
代
裏
事
録
」
と
い
う
資
料
の
一
部
の
翻
刻
と

紹
介
に
止
ま
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
懐
徳
堂
の
儒
礼
受
容
に
関
す
る
先
行
研
究
を
見
て
お
く
。

ω 

高
橋
文
博
は
『
喪
祭
私
説
』
の
仏
教
批
判
の
一
面
を
分
析
し
て
い
る
。
中
井
聾
庵
は

『
喪
祭
私
説
』
に
お
い
て
仏
教
的
葬
祭
儀
礼
に
対
抗
し
て
、
「
士
庶
の
家
を
主
体
と
し
、

家
を
場
と
し
て
、
家
の
父
祖
の
霊
魂
を
奉
記
す
る
、
家
の
喪
祭
の
礼
を
、
嗣
室
を
拠
点

と
す
る
と
い
う
形
で
、
提
示
し
た
」
(
二
九
頁
)
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
近
世
社
会

に
お
け
る
寺
請
制
度
と
い
う
現
実
の
下
で
、
実
際
に
は
、
「
仏
僧
と
寺
院
と
寺
域
の
墓

所
の
存
在
を
前
提
に
し
て
、
そ
う
し
た
仏
教
的
要
素
と
の
妥
協
の
中
で
、
可
能
な
限
り

で
の
家
の
喪
祭
の
礼
の
執
行
を
目
指
し
た
」
(
三

O
頁
)
と
い
う
。

田

世

民

ω 

黒
田
秀
教
は
『
喪
祭
私
説
』
の
主
面
書
式
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
中
井

聾
庵
『
喪
祭
私
説
』
の
主
面
書
式
は
主
に
三
宅
石
庵
の
説
に
依
拠
し
た
が
、
す
べ
て
そ

れ
に
従
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
学
問
の
系
譜
上
、
石
庵
は
神
主

書
式
に
お
い
て
師
の
浅
見
桐
斎
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
と
推
測
す
る
。

ω 

湯
浅
邦
弘
は
懐
徳
堂
の
祭
把
空
間
H

「
洞
堂
(
室
ご
の
変
遺
を
紹
介
し
、
そ
れ
と

『
喪
祭
私
説
』
の
関
係
を
検
討
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
「
『
喪
祭
私
説
』
は
「
洞
堂
」

に
つ
い
て
、
『
家
礼
』
の
精
神
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
日
本
の
住
宅
事
情
や
貧
富
の
差

な
ど
を
考
慮
し
て
、
そ
の
規
定
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
墨
守
せ
ず
、
柔
軟
に
受
容
し
よ

う
と
し
て
い
る
」
(
七
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
学
び
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
論
究
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
懐
徳
堂
の
儒
礼
受
容
、
な
か
で
も
家
礼
実
践
の
側
面
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

n
d 

一
、
『
喪
祭
私
説
』
の
成
立
過
程

。

中

井

聾

庵

『

喪

祭

私

説

』

(

以

下

『

私

説

』

)

の

〈

享

保

六

〉

年
)
に
よ
れ
ば
、
か
れ
は
二
十
歳
前
後
に
学
問
に
志
し
て
三
宅
石
庵
に
師
事
し
た
。
し

ば
ら
く
し
て
、
父
の
意
で
家
が
大
坂
か
ら
赤
穂
に
移
っ
て
か
ら
、
聾
庵
は
竜
野
の
藤
江

熊
江
に
入
門
し
、
学
業
の
た
め
に
「
摂
播
の
間
」
を
十
年
間
往
来
し
て
い
た
。
勉
学
に

「
自
叙
」
(
一
七
二
一



専
念
し
た
甲
斐
も
あ
っ
て
、
聖
人
の
教
え
を
知
り
往
時
の
非
を
悔
ん
で
改
め
よ
う
と
思

っ
た
が
出
来
ず
に
い
た
。
そ
し
て
、
一
七
二

O
(享
保
玉
)
年
に
大
坂
か
ら
帰
宅
し
て

わ
ず
か
十
日
で
父
養
元
(
名
は
自
重
、
玄
端
)
は
急
逝
し
た
。

思
え
ば
、
自
分
は
貧
し
い
生
活
の
中
で
「
四
方
を
奔
走
」
し
住
ま
い
を
一
定
せ
ず
、

父
の
「
膝
下
」
で
仕
え
孝
養
を
尽
せ
な
か
っ
た
。
い
ま
、
四
男
の
自
分
が
出
来
る
こ
と

は
宗
家
に
協
力
し
て
父
の
葬
儀
を
終
え
、
そ
し
て
祭
聞
を
も
っ
て
「
孝
を
冥
々
の
中
に

追
う
」
こ
と
だ
け
だ
。
そ
う
考
え
た
整
庵
は
朱
子
『
家
礼
』
、
正
溶
『
家
礼
儀
節
』
と

わ
が
国
の
諸
儒
の
書
、
ま
た
家
庭
の
旧
儀
や
師
友
に
聞
い
た
こ
と
を
参
考
に
し
て
『
私

説
』
一
巻
を
編
集
し
た
。
本
書
は
著
さ
れ
た
後
、
宗
家
に
お
く
ら
れ
た
。

の
ち
に
、
竹
山
(
積
善
)
が
弟
履
軒
(
積
徳
)
と
本
書
を
補
正
校
訂
し
て
書
い
た
序

文
(
「
喪
祭
私
説
序
」
)
に
よ
れ
ば
、
宗
家
の
伯
父
蕗
貞
君
(
養
元
、
名
は
懐
之
)
が
没

し
た
あ
と
嗣
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
父
聾
庵
は
「
宗
而
を
奉
」
じ
て
自
家
で
そ
れ
を

ω 

行
い
続
け
た
と
い
う
。

さ
て
、
『
私
説
』
は
一
応
成
立
を
み
た
が
、
整
庵
は
自
家
の
儀
礼
に
用
い
続
け
、
と

き
に
そ
れ
を
「
裁
定
損
益
」
し
は
し
た
も
の
の
、
つ
い
に
脱
稿
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、

竹
山
は
、
幼
時
か
ら
父
聾
庵
が
喪
祭
礼
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
を
実
際
に
見
て
い
た
。
し

か
し
、
「
喪
祭
私
説
序
」
に
よ
れ
ば
、
中
井
家
に
お
け
る
喪
祭
の
儀
文
は
必
ず
し
も
本

書
と
一
致
せ
ず
、
な
か
に
は
記
載
し
き
れ
な
か
っ
た
部
分
も
あ
っ
た
と
い
う
。

な
ぜ
聾
庵
は
『
私
説
』
を
早
く
完
成
し
な
か
っ
た
か
。
竹
山
は
父
整
庵
の
話
を
伝
え

て
こ
の
よ
う
に
い
う

0

・
世
間
の
性
急
な
学
者
は
す
ぐ
洞
堂
・
神
主
、
祭
器
や
礼
服
を
作

り
た
が
る
。
い
ま
行
な
わ
れ
て
い
な
い
喪
祭
儀
も
一
挙
に
そ
れ
を
施
そ
う
と
す
る
。
親

戚
と
長
上
た
ち
が
止
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
「
不
学
」
と
目
し
罵
膏
雑
言
を

浴
び
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
「
孝
弟
の
実
」
は
果
た
し
て
存
在
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
終
り
を
慎
む
こ
と
を
口
実
に
、
自
分
勝
手
な
こ
と
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、

人
目
を
引
く
よ
う
に
「
節
文
度
数
」
一
を
誇
張
に
こ
し
ら
え
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
祖
先
を

「
戯
弄
」
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
、
竹
山
は
父
整
庵
の
不
満
を
伝
え
て
い
る
。
ま

た
、
履
軒
は
本
書
の
践
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
先
儒
は
「
礼
文
」
を
集
め
た
り
取
捨

選
択
し
て
、
そ
の
家
で
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
往
々
に
し
て
「
時
を
省
み
、
勢
を
察

す
る
」
こ
と
が
で
き
ず
、
「
矯
飾
骸
俗
」
を
免
れ
な
い
と
い
う
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「
喪
祭
の
礼
は
至
情
の
帰
す
る
と
こ
ろ
」
で
あ
り
、
一
日
で
も

そ
れ
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
儒
者
で
あ
る
整
庵
に
と
っ
て
こ
れ
は
至
極
当
然
な

考
え
で
あ
る
。
自
分
が
編
ん
だ
『
私
説
』
は
「
一
家
の
儀
」
を
整
え
た
だ
け
で
あ
り
、

m 

世
間
に
見
せ
る
た
め
の
作
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
幸
い
に
も
こ
の
書
で
、
人
が
「
流

俗
頑
部
の
弊
を
免
れ
、
浮
屠
祷
穣
の
愚
に
陥
ら
」
ず
、
さ
ら
に
「
倹
戚
の
旨
に
従
い
、

愛
敬
の
情
を
伸
」
べ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
自
分
は
そ
れ
で
満
足
で
あ
る
。
そ
う
言
っ

て
、
整
庵
は
本
書
の
修
訂
作
業
を
竹
山
ら
に
託
し
た
の
で
あ
る
。

一
七
五
八
(
宝
暦
八
)
年
、
父
を
亡
く
し
た
竹
山
は
先
考
の
志
を
継
ご
う
と
、
翌
年

に
弟
履
軒
と
相
談
し
て
本
書
の
補
正
校
訂
作
業
に
取
り
掛
か
っ
た
。
諸
書
を
参
考
に
し

て
旧
本
を
整
理
し
、
ま
ま
平
日
見
聞
き
し
た
こ
と
を
祷
っ
た
り
、
自
説
を
取
り
込
ん
だ
。

作
業
は
一
七
六

O
年
に
終
了
し
、
中
井
家
二
代
に
よ
る
編
纂
校
訂
を
経
た
『
私
説
』
は
、

つ
い
に
脱
稿
を
見
た
の
で
あ
る
。

n晶玉

二
、
『
喪
祭
私
説
附
幽
人
先
生
服
忌
図
』
と
い
う
写
本
の
存
在

現
在
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
に
、
『
喪
祭
私
説
附
幽
人
先
生
服
忌
図
』

と
い
う
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
幽
人
」
と
は
中
井
履
軒
の
号
で
あ
る
。
「
服
忌
」

と
は
喪
に
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。
履
軒
『
服
忌
図
』
の
「
前
引
」
を
み
る
と
、
「
宝
暦

戊
寅
長
至
」
と
い
う
日
付
が
あ
る
。
宝
暦
戊
寅
は
す
な
わ
ち
・
宝
一
暦
八
(
一
七
五
八
)
年

の
こ
と
で
あ
り
、
長
至
は
夏
至
の
こ
と
で
あ
る
。
履
軒
の
父
聾
庵
が
没
し
た
の
は
一
七

五
八
年
六
月
一
七
目
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
『
服
忌
図
』
は
そ
の
直
後
に
ま
と
め



ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

仰

と
こ
ろ
で
、
同
文
庫
に
は
中
井
履
軒
の
手
稿
本
『
服
忌
図
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

『
懐
徳
堂
事
典
』
の
「
服
忌
図
」
項
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
『
服
忌
図
』
は
「
履
軒
ら
が

制

服
喪
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
行
っ
た
研
究
の
一
部
」
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
上
述
の
『
喪

祭
私
説
附
幽
人
先
生
服
忌
図
』
と
い
う
写
本
の
筆
写
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
懐
徳
堂

に
お
い
て
『
喪
祭
私
説
』
と
『
服
忌
図
』
と
が
深
い
関
係
を
有
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い

同た
」
こ
と
が
、
こ
の
写
本
か
ら
分
か
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
『
服
忌
図
』
の
「
前
引
」
を
見
る
か
ぎ
り
、
履
軒
は
父
聾
庵
を
亡
く
し
た

こ
と
に
触
れ
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
、
『
服
忌
図
』
を
ま
と
め
た
時
期
と
父
を
亡
く
し

た
そ
れ
が
重
な
っ
た
事
実
を
考
え
れ
ば
、
本
編
著
作
の
契
機
は
、
亡
父
の
た
め
に
礼
を

も
っ
て
服
喪
す
る
と
い
う
決
意
に
あ
っ
た
と
首
肯
で
き
る
。
た
だ
し
、
本
編
は
亡
父
の

た
め
の
服
喪
に
著
し
た
に
止
ま
ら
ず
、
履
軒
自
身
の
強
い
問
題
意
識
が
あ
っ
た
。

「
前
引
」
に
よ
る
と
、
経
書
に
あ
る
札
制
で
は
、
喪
服
に
は
斬
衰
、
斉
表
、
大
功
、

小
功
と
組
麻
が
あ
る
。
喪
期
に
は
三
年
、
碁

(
H
期
、
一
年
)
、
九
月
、
五
月
と
三
月

が
あ
る
。
し
か
し
、
哀
し
み
を
表
す
た
め
に
最
も
喪
服
が
粗
く
喪
期
も
長
い
斬
衰
三
年

と
、
そ
れ
に
次
ぐ
斉
衰
三
年
を
除
い
て
、
「
酒
を
飲
み
肉
を
食
ら
う
文
」
つ
ま
り
喪
が

明
け
る
期
間
は
み
な
三
月
で
あ
る
と
、
礼
は
規
定
す
る
。
と
す
れ
ば
、
斉
と
偲
と
を
比

べ
れ
ば
、
喪
期
に
長
短
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
は
同
じ
で
あ
る
。
で
は
、
斉

か
ら
す
れ
ば
軽
く
、
偲
か
ら
す
れ
ば
重
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
礼
制
の
不
合
理

に
対
し
て
、
履
軒
は
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。

一
方
、
日
本
で
は
服
喪
の
制
度
は
経
書
に
あ
る
礼
の
規
定
と
い
っ
そ
う
か
け
離
れ
て

い
る
。
「
衰
麻
」
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
既
に
久
し
い
。
「
服
」
は
名
目
の
み
に
止
ま
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
制
度
に
は
「
忌
」
と
「
服
」
の
区
別
が
あ
る
が
誤
解
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
忌
を
喪
と
考
え
、
忌
の
後
の
服
は
も
は
や
喪
で
は
な
い
と
思

う
。
そ
こ
で
、
忌
が
明
け
た
ら
「
飲
食
街
々
」
す
な
わ
ち
普
段
の
飲
食
と
変
わ
ら
ず
楽

し
む
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
服
喪
の
形
骸
化
と
も
い
え
る
現
状
を
憂
え
た
履
軒
は
、

「
国
家
」
の
制
度
を
も
と
に
「
服
忌
図
」
を
作
り
、
「
古
礼
」
を
交
え
て
服
喪
の
礼
を

解
説
し
た
の
で
あ
る
。
再
び
前
掲
『
懐
徳
堂
事
典
』
「
服
忌
図
」
項
の
解
説
を
借
り
る

と
、
『
服
忌
図
』
は
「
単
に
経
書
の
規
定
に
盲
従
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本

の
民
情
・
慣
習
に
適
合
し
た
独
自
の
服
喪
規
定
を
定
め
よ
う
と
す
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。
こ
れ
は
護
庵
『
喪
祭
私
説
』
の
傾
向
を
継
承
す
る
も
の
」
で
あ
る
。

『
服
忌
図
』
の
内
容
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
本
編
と
『
私
説
』
の
関
係
を
見
て
お
く
。

ま
ず
【
表
二
を
み
よ
う
。
こ
れ
は
朱
子
『
家
礼
』
(
『
文
公
家
礼
』
)
と
『
私
説
』
の

内
容
を
比
較
し
て
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
服
忌
に
関
わ
る

ω成
服
に
注

目
し
た
い
。
『
私
説
』
で
は
成
服
、
つ
ま
り
喪
服
と
喪
期
の
規
定
に
関
す
る
式
目
が
立

て
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
本
文
に
は
ロ
朝
夕
央
集
、
上
食
に
相
当
す
る
〔
乃
設
実
〕

の
次
に
〔
主
人
以
下
成
服
〕
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
に
服
忌
に
関
す
る
説
明
が
見

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
古
代
の
喪
服
に
麻
布
で
作
ら
れ
た
「
藤
衣
」
が
あ
っ
た
が
、
い
ま

そ
の
制
度
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
喪
期
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
在
の
「
国
典
」
で
は

父
母
に
忌
五
十
日
、
服
十
三
ヶ
月
と
定
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
今
の
「
士
大
夫
」
は
、

服
制
が
な
い
た
め
忌
の
五
十
日
が
過
ぎ
る
と
、
飲
食
な
り
音
楽
な
り
服
喪
に
相
応
し
く

な
い
行
動
を
平
然
と
取
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
、
履
軒
『
服
忌
図
』
「
前
引
」
の
記
述
を
想
起
さ
せ
る
。
履
軒
は
ま
さ
に
服

喪
の
意
味
を
理
解
し
な
い
世
間
学
者
の
行
動
に
対
す
る
父
聾
庵
の
危
機
感
を
受
け
継
い

だ
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
〔
主
人
以
下
成
服
〕
で
は
聾
庵
は
父
母
の
た
め
の
喪
服
に
つ
い
て
こ
の
よ
う

に
提
案
す
る
。
礼
に
志
あ
る
者
は
「
極
粗
麻
」
を
使
い
、
俗
に
し
た
が
っ
て
制
作
し
て

喪
期
が
終
わ
る
ま
で
着
る
。
ま
た
、
五
十
日
の
忌
が
過
ぎ
て
、
別
に
「
粗
麻
も
し
く
は

棉
布
」
・
で
「
便
衣
裳
」
を
作
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
古
代
の
藤
衣
の
色
に
近
い
「
謬

色
」
(
浅
い
青
黒
色
)
を
使
用
す
る
。
そ
し
て
喪
期
に
つ
い
て
は
、
現
実
に
喪
礼
の
服



制
ど
お
り
に
行
え
な
い
場
合
は
、
五
十
日
が
過
ぎ
る
と
喪
服
を
脱
ぎ
、
「
心
喪
」
を
も

っ
て
本
来
の
服
制
を
全
う
す
る
。
も
し
服
喪
に
不
都
合
が
な
け
れ
ば
服
制
ど
お
り
に
行

わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
聾
庵
は
い
う
。

全
体
的
に
い
え
ば
、
〔
主
人
以
下
成
服
〕
の
記
述
は
大
き
く
①
服
制
が
廃
れ
る
現
実
、

②
喪
服
の
提
案
、
@
喪
礼
の
服
制
を
全
う
す
る
た
め
の
「
心
喪
へ
と
い
う
内
容
に
分

け
ら
れ
る
。
服
忌
と
い
う
現
実
問
題
と
し
て
、
喪
服
に
つ
い
て
の
提
案
は
あ
る
も
の
の
、

【
表
一
】

(15) (1 4) (1 3) (1 2) (11) (1 0) (9) (8) (休7) (6) (5) (4) (3) (2) 

(家3序1L ) 
E文『

1葬台 間喪
弔

朝夕 成 大 霊

喪干し
冠

司 深 ( 

食時
目反 欽 飲 座 浴 馬 衣 通 公

央集
干し 氏 度制 干し

L家干t
奔喪 魂烏

襲

屠儀家雑初終
昏干し

嗣堂
上 箕
食 桂銘

位為

飯
含

乃 飲
休 治喪

喪干し

神 ( 喪祭・ 喪祭
E祭喪『浴 主 通

設 之 干し 私私
集 具

説息 説空
手ム

〕

終初 調室 説

主
襲 色=

人
具

会井誠T 井中以
飲

成下 具 之 積善

ß~ 乃
体

七七
浴

- 占J、

襲
- 0 
年年
..;.. 

干し 今朱 朱
編主是 周尺比

「 中

世子
子家干し

蕩
井積按善体

儀葬 家礼 之

浴在
書式面 我邦匠

祭
原 云 ;p; 

死
季遺明 灰

々
之 瓶尺

」

日
制 隔内

乎為
;p; 吾六
々 云 以 万寸」

」々 涯青塗 先年生 分四云;p; 
々
」

之
、

;p;々、
l寸;;::、

々」、

厚
」

世

寸 習浮
許

屠;p; 
之

々
」 法

;p; 
々
」

〔

冠昏干し

神 通 附
〕

主 し 記
内 と 番
I立 l土 慎 号
本 省 の l土
文 ~ 図

成者作中
の お

よ 品t
項 び 使
目 主 宜

書式面

上
以 つ
下 It 
同 カ2 た

あ も
る の。
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(33) (32) (3 1) (30) (29) (28) ~ (27) (26) (25) (24) (23) (22) (2 1) (20) (1 9) (1 8) (1 7) 祖箕 (遷16) 
家 基 忌 先 初 四 祭

居喪
樟 大 耐 卒

祭虞
反

題木 及墓 発
遣箕干し 祭 日 祖 祖 時 礼 4手 干手 突 央 ヲ| 枢

F録付
祭 ) 雑 主

、

儀
成漬、 棺下 朝

祖、

市司 実
后 縛
土

陳
器

喪喪 祭 忌 正 ( 居 種 大 誌約 卒 虞 反
枢 送葬

乃
〔

祭祭 干し 日 旦 祭 喪 千手 祥 石 突 祭 笑 発
私私

余考
朔 礼

雑儀 至
設遺

， 高型枢経説説 望 砕 朝 設
政政 俗 タ 食 食

節告事
室主

中卒
窪乃

哀挙 朝

諸井 子祖

理芝
題
主

七七
占ノ、 ーー・

O 二
き年

， 

朱
喪大

干し 干し
「

家干し
朱干し

子家干し
子

記 既窪 祖先 遇
家干し柔

使著書
有時

祥 、 之 日
而 誌下 祭 再虞 皇魂島居食

祭 肉 石三 ]5; 」
云々 年廃 々

題陥す台 」
升霊祖 」之

干し 粉中

祖先
]5; 車
々

既F賓
面 ]5; 」
]5; 々

繍祭

々 」
」

設

墓祭
朝夕

実
之 ]5; 

儀 」々
]5; 

」々
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喪
期
に
関
し
て
「
心
喪
」
の
指
摘
以
外
、
具
体
的
な
説
明
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
結
論

を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
履
軒
は
聾
庵
『
私
説
』
の
喪
期
を
め
ぐ
る
提
示
の
欠
知
を
補

う
形
で
『
服
忌
図
』
を
著
し
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
前
述
し
た
『
喪
祭
私
説
附
幽
人

先
生
服
忌
図
』
と
い
う
写
本
も
、
履
軒
の
意
図
を
理
解
し
て
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。で

は
、
『
服
忌
図
』
は
一
体
い
か
な
る
内
容
な
の
か
。
【
表
二
】
で
『
服
忌
図
』
の
内

容
を
ま
と
め
た
。
ま
た
、
『
家
礼
』
と
明
と
の
服
制
を
参
考
と
し
て
挙
げ
て
お
い
た
。

後
述
の
よ
う
に
、
履
軒
自
身
は
古
礼
に
依
拠
し
、
さ
ら
に
明
の
札
制
を
一
部
な
が
ら
採

用
し
た
と
い
う
。

ま
ず
、
一
『
服
忌
図
』
の
体
裁
を
説
明
し
て
お
く
。
『
服
忌
図
』
の
諸
写
本
に
異
同
が
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
上
述
の
「
前
引
」
の
ほ
か
、
「
服
忌
図
」
と
「
令
訳
」
が
あ
る
。
以

下
、
「
服
忌
図
」
は
図
自
体
を
、
『
服
忌
図
』
は
本
編
の
著
作
を
指
す
。
「
服
忌
図
」
は

幕
府
が
出
し
た
「
服
忌
令
」
の
内
容
に
依
拠
し
て
、
親
族
関
係
別
に
も
と
づ
い
た
服
忌

期
聞
を
示
し
た
図
で
あ
る
。
ま
た
、
古
礼
の
服
制
が
附
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
「
令
訳
」

は
服
忌
令
に
対
し
て
漢
文
体
で
解
説
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
【
表
二
】
は
、
「
令
訳
」
の

内
容
を
も
と
に
服
忌
期
間
と
服
忌
対
象
を
整
理
し
、
「
服
忌
図
」
中
の
古
礼
服
制
の
付

注
を
表
示
し
た
。

つ
ぎ
に
、
履
軒
が
『
服
忌
図
』
で
指
摘
し
た
古
礼
に
つ
い
て
考
え
る
。
履
軒
は
「
服

忌
図
」
の
右
下
に
こ
の
よ
う
な
注
記
を
し
て
い
る
。
「
古
礼
、
母
の
為
斉
衰
三
年
。
父

在
せ
ば
碁
。
長
子
の
為
、
嫡
母
の
為
、
皆
斉
表
三
年
。
今
註
す
る
所
明
制
に
従
う
」
と

い
う
。
つ
ま
り
、
履
軒
に
よ
れ
ば
古
礼
で
は
、

ω母
の
た
め
の
服
制
は
斉
衰
三
年
だ
が
、

父
が
存
命
の
場
合
は
春
日
一
年
、

ω長
子
と
嫡
母
の
た
め
の
服
制
は
み
な
斉
衰
三
年
で

あ
る
が
、

ω現
在
そ
れ
ら
の
礼
制
に
つ
い
て
、
明
の
服
制
に
し
た
が
っ
て
注
記
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
以
前
の
服
制
を
確
認
す
る
と
、
『
儀
礼
』
喪
服
で
は

ωが
示
し
た
と
お
り
、
「
父
卒

為
母
」
は
斉
一
家
三
年
で
「
父
在
為
母
」
は
斉
衰
杖
期
(
春
)
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

唐
の
時
、
則
天
武
后
が
女
性
の
地
位
を
高
め
る
べ
く
、
「
父
在
為
母
」
の
服
制
民
「
斉

衰
三
年
」
を
提
案
し
た
。
の
ち
『
開
元
礼
』
の
編
纂
者
も
そ
の
原
則
を
受
け
入
れ
て
、

父
存
命
の
場
合
に
母
の
た
め
の
服
喪
は
斉
表
三
年
と
定
め
た
。
以
後
そ
れ
が
定
制
と
な

り
、
朱
子
『
家
礼
』
の
服
制
も
踏
襲
し
て
お
り
、
[
表
二
日
が
示
し
た
よ
う
に
、
閉
じ

ω 

く
斉
表
三
年
と
な
っ
て
い
る
。

明
の
太
祖
は
元
の
統
治
に
よ
る
喪
葬
風
俗
を
刷
新
す
ベ
く
、
一
三
七

O
(洪
武
三
)

ω 

年
に
『
大
明
集
礼
』
を
編
纂
さ
せ
、
国
家
の
も
っ
と
も
重
要
な
礼
典
と
定
め
た
。
そ
の

中
の
服
制
を
み
る
と
、
母
の
た
め
の
服
喪
は
依
然
と
し
て
斉
衰
三
年
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
二
二
七
四
(
洪
武
七
)
年
九
月
に
貴
妃
孫
氏
が
没
し
た
こ
と
は
服
制
改
訂
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
貴
妃
に
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
服
制
に
し
た
が
え
ば
「
父
在

為
母
服
期
年
」
に
な
り
、
さ
ら
に
庶
母
の
場
合
は
「
無
服
」
と
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
ま
ま
だ
と
人
情
に
合
わ
な
い
と
太
祖
は
考
え
、
学
者
た
ち
に
服
制
を

再
考
さ
せ
た
。
結
果
、
服
制
は
次
の
よ
う
に
改
訂
さ
れ
た
。
子
は
父
母
の
た
め
に
、
そ

し
て
庶
子
は
生
み
の
母
の
た
め
に
皆
「
斬
衰
三
年
」
を
服
す
る
。
嫡
子
・
衆
子
は
庶
母

の
た
め
に
皆
「
斉
衰
杖
期
」
を
服
す
る
。
か
く
し
て
、
呉
王
は
太
祖
の
命
で
孫
貴
妃
の

た
め
に
慈
母
(
母
の
い
な
い
子
を
養
育
す
る
、
子
の
い
な
い
妾
の
こ
と
)
服
H
斬
表
三

年
を
服
し
、
葬
儀
の
喪
主
を
つ
か
さ
ど
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
皇
太
子
と
諸
王
は
「
期
」

を
服
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
改
訂
を
も
と
に
『
孝
慈
録
』
を
編
纂
し
、
天
下
に
頒
布
し
た
。

以
来
、
太
祖
が
定
め
た
そ
の
服
制
は
明
清
二
代
に
わ
た
っ
て
改
め
ず
に
踏
襲
さ
れ
、
ひ

ω 

と
つ
の
定
制
と
な
っ
て
い
た
。

と
す
れ
ば
、
履
軒
が
「
服
忌
図
」
で
注
記
し
た
「
明
制
」
は
『
孝
慈
録
』
以
後
の
服

制
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
雪
空
一
】
が
示
し
た
ご
と
く
、
父
母
そ
し
て
嫡
母

の
た
め
の
服
喪
は
と
も
に
新
衰
三
年
に
な
り
、
嫡
子
の
た
め
に
碁
(
一
年
)
と
い
う
服

制
と
な
る
。
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と
こ
ろ
で
、
履
軒
が
『
服
忌
図
』
を
作
成
し
た
段
階
で
、
古
礼
の
礼
制
に
あ
る
親
族

の
指
示
内
容
と
日
本
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
ら
し
い
。
【
表
二
】

が
示
し
た
よ
う
に
、
継
父
母
の
た
め
の
服
忌
は
と
も
に
忌
一
旬
服
一
月
で
あ
る
。
た
だ

し
、
継
父
に
対
し
て
古
礼
の
服
制
は
注
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
継
母
に
対
し
て
そ
れ

の
注
記
が
な
い
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
履
軒
は
「
礼
に
い
わ
ゆ
る
継
母
は
こ
れ
と
や

や
同
じ
な
ら
ず
。
故
に
制
は
こ
こ
に
記
さ
ず
」
と
い
う
。
履
軒
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
い

う
継
母
と
は
父
の
後
妻
で
、
な
お
か
つ
父
が
我
に
命
じ
て
そ
れ
を
母
と
し
な
い
者
の
こ

と
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
「
父
が
子
に
命
じ
、
も
っ
て
母
と
や
訟
な
仇
ど
を
「
嫡
母
」

「
継
母
」
と
呼
ば
な
い
と
、
履
軒
は
「
令
訳
」
で
書
い
て
い
る
(
傍
点
引
用
者
)
。

他
方
、
古
礼
で
は
ど
う
か
。
『
儀
礼
』
喪
服
に
継
母
の
た
め
の
服
喪
は
「
列
母
」
と

い
う
こ
と
で
、
母
同
様
に
「
斉
衰
三
年
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
伝
に
い
わ
く
、

「
継
母
は
何
を
以
て
か
母
の
如
く
す
。
継
母
の
父
に
配
す
る
。
母
に
因
む
と
閉
じ
。
故

に
孝
子
は
敢
え
て
殊
に
せ
ず
心
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
父
は
ま
さ
に
自
分
の
た
め
に
母

代
わ
り
と
な
る
人
を
継
母
と
し
て
迎
え
て
く
れ
た
ゆ
え
、
孝
子
は
そ
れ
を
生
み
の
母
の

よ
う
に
孝
養
し
、
服
喪
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
古
礼
中
の
「
継
母
」
は
ま
さ
に
母
同
様
の
存
在
と
見
な
さ
れ

る
に
対
し
て
、
服
忌
令
中
の
「
継
母
」
は
子
が
母
と
呼
ば
ず
、
た
だ
父
の
後
妻
と
い
う

だ
け
の
存
在
で
あ
る
。
履
軒
は
そ
の
両
者
の
異
同
に
留
意
し
て
、
継
母
の
服
忌
に
対
応

す
る
古
礼
を
あ
え
て
注
記
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
養
母
」
に
つ
い
て
も
、
服
忌
令

と
古
礼
と
の
指
示
内
容
の
差
異
と
い
う
理
由
か
ら
、
古
礼
の
服
制
を
注
記
し
な
か
っ
た
。

な
お
、
「
妻
之
父
母
」
の
服
制
を
み
る
。
【
表
二
】
で
「
妻
之
父
母
」
の
服
制
に
対
応

す
る
古
礼
の
付
注
は
「
欠
」
と
示
し
て
お
い
た
が
、
実
は
「
服
忌
図
」
の
中
で
「
妻
之

父
母
」
と
い
う
項
目
が
確
認
で
き
な
い
。
も
と
よ
り
、
『
服
忌
令
』
に
は
妻
の
父
母
に

対
す
る
服
制
が
な
り
履
軒
自
筆
と
さ
れ
る
『
服
忌
図
』
の
写
本
で
は
、
当
初
「
令
訳
」

の
中
で
「
忌
一
旬
服
一
月
」
の
服
忌
対
象
と
し
て
「
為
妻
之
父
母
」
を
あ
げ
た
。
の
ち

誤
り
と
気
づ
い
て
か
、
履
軒
は
そ
の
五
文
字
を
そ
れ
ぞ
れ
「
O
」
で
塗
り
消
し
た
。
そ

し
て
、
「
服
忌
図
」
の
ほ
う
で
も
、
最
初
に
「
紹
/
妻
之
父
母
/
外
男
姑
/
忌
一
旬
服

一
月
」
と
書
い
た
が
、
後
で
大
き
な
「
O
」
と
縦
線
で
文
字
を
塗
り
消
し
た
箇
所
が
あ

る。
一
方
、
『
服
思
図
』
の
他
の
二
写
本
と
『
喪
祭
私
説
附
幽
人
先
生
服
忌
図
』
と
い
う

写
本
で
は
、
「
服
忌
図
」
の
「
外
男
姑
」
云
々
の
箇
所
が
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
「
令
訳
」

の
「
為
妻
之
父
母
」
の
文
字
は
消
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
て

よ
い
の
か
。

『
儀
礼
』
喪
服
で
は
妻
の
父
母
に
対
す
る
服
制
は
「
恕
麻
三
月
」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。
【
表
一
一
}
で
示
し
た
と
お
り
、
『
家
礼
』
に
も
同
様
な
服
制
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

履
軒
が
依
拠
し
た
明
の
礼
制
で
も
「
偲
麻
三
月
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、

履
軒
は
そ
う
し
た
古
来
の
礼
制
を
念
頭
に
「
妻
之
父
母
」
の
項
を
設
け
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
服
忌
令
に
そ
の
服
制
が
な
い
た
め
そ
れ
を
消
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
の

写
本
で
「
服
忌
図
」
の
図
面
か
ら
「
妻
之
父
母
」
の
服
制
が
消
え
た
も
の
の
、
「
令
訳
」

に
な
ぜ
そ
れ
が
残
っ
た
か
は
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
単
な
る
筆
写
ミ
ス
と
も

思
え
る
が
、
現
段
階
で
そ
れ
に
対
し
て
結
論
を
下
せ
る
確
証
は
な
い
。

と
も
あ
れ
、
履
軒
は
社
会
に
お
け
る
服
忌
の
現
状
を
強
く
意
識
し
て
『
服
忌
図
』
を

著
し
た
。
上
に
述
べ
た
忌
が
明
け
た
後
の
服
を
も
は
や
「
喪
」
と
見
な
さ
な
い
、
い
わ

ば
「
服
忌
令
」
実
行
の
不
徹
底
を
衝
い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
本
編
「
前
引
」

の
末
尾
で
履
軒
が
述
べ
た
よ
う
に
、
人
は
親
族
聞
の
親
疎
開
係
か
ら
く
る
服
制
の
「
階

梯
」
を
む
や
み
に
越
え
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
服
忌
令
制
定
の
意
味
を
よ
く
理
解
し
、

そ
れ
を
守
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
礼
制
の
実
践
に
心
の
あ
る
「
君
子
」
が

本
編
に
よ
っ
て
、
喪
礼
に
相
応
し
い
喪
服
と
礼
器
を
こ
し
ら
え
、
喪
葬
の
哀
し
み
に
応

え
ら
れ
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
を
、
履
軒
は
促
し
た
の
で
あ
る
。
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【
表
二
】

;lili15 
忌
再
旬
服
三
月

忌
一
旬
服
一
月

服
忌
対
象

言|夏|夫 ls養
父
母
(
養
子
不
承
家
不
分
封
者
)

曾
祖
父
母

伯
叔
父
母
、
姑
(
父
の
姉
妹
)

兄
弟
姉
妹

嫡
子

妻外
祖
父
母

高
祖
父
母

衆
子

養
子
不
承
家
不
分
封
者

嬬
孫

男
、
従
母

妻
之
父
母
*

異
父
兄
弟
姉
妹

嫡
母

継
父
母

をiilililili

『

文

公

家

礼

』

服

制

洪

武

三

十

(

一

三

九

八

)

年

明

律

所

収

服

制

父
:
斬
衰
三
年
母
:
斉
衰
三
年
一
斬
表
三
年

斬

衰

三

年

一

斬

衰

三

年

斉

衰

不

杖

期

一

斉

表

不

杖

期

男
:
斬
衰
三
年
姑
:
斉
衰
三
年
一
斬
衰
三
年

不
杖
期

小
功
五
月

恕
麻
三
月

小
功
五
月

斉
表
三
年

不
杖
期

小
功
五
月

紹
麻
三
月

小
功
五
月

斬
衰
三
年

不
同
居
斉
表
三
月
、

- 10 -

欠・4
功

斬
表
三
年

継
父
:
同
居
不
杖
春
、
不
同
一
継
父
同
居
不
杖
期
、
不
同
居
斉
一
継
父
:
同
居
不
杖
期
、

居
斉
衰
三
月
、
元
不
同
居
無
一
表
三
月
、
元
不
同
居
無
服
元
不
同
居
無
服

服

継

母

:

斉

衰

三

年

継

母

:

斬

衰

三

年



忌

日
ß~ 
七
日

従

蹄揖員
外

曾孫 衆孫父 孫
兄 玄
弟 孫

姉妹 之
子

大 甥 姪
組麻 恕麻

大 継
功 11 11 功 母

腕
妨 兄

女妹 弟 欠
妹 ( 之 ( 之 嫁 * 嫁 甥子姪子
偲 女 :女 功
麻 嫁小嫁不

) 

) 

偲麻 功大杖
功蓉

大 甥 姪
偲麻 組麻 大

功 11 11 功
九

姉妹 弟兄 九
月 月 月 月

姉
之 之
子 子

妹 戸4・、、 .
嫁

甥女嫁 小姪不
前思 功女嫁 杖
麻 五期
) 

偲麻月 功大

大 甥 官至 五思 偲麻 大
功 11 11 麻 功
九

姉妹 弟兄 一 九
月 月 月 月

姉
之 之
子 子

妹嫁
不

功 杖
功 五 期
) 

月 ( 

甥女

世主

女嫁

嫁 大

組麻 功
) 

さ
て
、
な
ぜ
履
軒
は
「
服
忌
図
」
で
古
礼
を
付
注
と
し
、
そ
し
て
一
部
「
明
制
」
に

従
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
儒
者
で
あ
る
か
れ
が
服
喪
に
古
礼
を
参
照
し
、
そ
れ
を
も

っ
て
「
自
淑
」
(
「
前
引
」
の
言
葉
)
す
な
わ
ち
自
ら
よ
く
す
る
よ
う
に
し
た
い
、
と
い

う
意
思
表
明
は
理
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
一
部
「
明
制
」
に
依
拠
し
た
こ
と
は
ど
う

考
え
て
よ
い
の
か
。

『
私
説
』
喪
礼
の
「
治
喪
」
条
に
、
「
造
葬
具
」
の
記
述
の
後
に
中
井
竹
山
の
注
記

が
加
え
ら
れ
て
い
る
(
【
表
二
の
〈
7
〉
の
「
中
井
積
善
按
」
参
照
)
。
「
今
世
葬
儀
、

原
明
季
遺
制
。
世
以
為
浮
屠
之
法
者
非
突
。
然
今
素
輯
・
提
燈
之
外
、
概
而
斥
之
者
、

蓋
以
無
用
之
飾
、
徒
為
観
美
也
。
非
倹
親
也
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
現
在
行
わ
れ
て
い

る
喪
葬
儀
礼
は
明
末
の
制
度
の
な
ご
り
で
あ
る
。
世
間
の
人
が
そ
れ
を
仏
式
だ
と
思
う

の
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
枢
を
載
せ
る
た
め
の
輿
や
提
灯
以
外
の
葬
送
道
具
は
、

み
な
装
飾
の
た
め
の
も
の
で
実
用
に
関
わ
ら
な
い
た
め
、
そ
れ
を
す
べ
て
排
し
て
使
用

し
な
い
。
こ
れ
は
親
の
葬
儀
を
粗
末
に
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
、
と
竹
山
は
い
う
。

竹
山
の
こ
の
言
葉
は
ど
こ
ま
で
近
世
後
期
の
喪
葬
儀
礼
の
実
態
を
反
映
し
た
か
、
具

(
*
注
:
「
欠
」
は
「
服
忌
図
」
中
に
古
礼
の
付
注
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
意
。
)

体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
現
行
の
喪
葬
儀
礼
は
明
末
に
行
わ
れ
て
い

た
制
度
を
伝
え
て
い
る
と
、
竹
山
が
主
観
的
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

実
際
、
『
私
説
』
は
朱
子
『
家
礼
』
は
じ
め
、
明
の
正
溶
が
編
纂
し
た
『
家
礼
儀
節
』

に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
整
庵
が
そ
の
序
文
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

近
世
の
儒
者
た
ち
は
儒
教
的
喪
葬
儀
礼
を
行
う
ベ
く
、
喪
祭
礼
を
め
ぐ
る
明
版
の
漢
籍

や
日
本
に
い
る
唐
人
と
の
交
流
な
ど
か
ら
、
明
の
喪
葬
儀
礼
を
め
ぐ
る
制
度
を
あ
る
程

度
受
容
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
履
軒
が
「
服
忌
図
」
に
明
制
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
上
の
竹
山
の
見
解

と
通
底
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
喪
葬
儀
礼
は
明
の
遺
制
を
も
と
に
し
て
い
る
以
上
、

服
喪
に
お
い
て
も
明
制
に
依
拠
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
履
軒
が
考
え
た
と
み
て
相
違
な

・νな
お
、
履
軒
『
服
忌
図
』
は
現
行
服
忌
令
を
解
説
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

そ
れ
が
あ
く
ま
で
儒
教
的
服
制
に
対
応
さ
せ
て
述
べ
ら
れ
る
点
で
、
一
つ
の
大
き
な
特

徴
と
し
て
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
、
近
世
の
服
忌
令
は
「
穣
の

'
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側
面
」
と
「
礼
の
側
面
」
を
含
め
て
い
る
と
林
由
紀
子
は
指
摘
す
る
。
識
の
側
面
と
は
、

「
東
照
宮
と
将
軍
と
に
服
忌
の
穣
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
他
方
、
礼
の
側
面
と
は
、
「
服
忌
の
日
数
差
に
よ
っ
て
家
族
親
族
秩
序
を
明
確
に

す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
弘

ま
た
、
服
忌
令
に
は
親
族
聞
の
服
忌
期
間
に
つ
い
て
決
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
産
識

や
流
産
や
死
識
な
ど
の
忌
避
期
間
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
『
服
忌
図
』
の
中
に
こ
う
し
た
穣
を
忌
む
期
間
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
当
た

国

ら
な
い
。
こ
れ
は
履
軒
が
意
図
的
に
そ
れ
を
排
除
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
通
り
、

履
軒
は
「
服
」
と
「
忌
」
の
区
別
を
認
め
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
あ
く
ま
で
服
喪

の
意
味
と
し
て
し
か
捉
え
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
近
世
服
忌
令
の
「
楊
の
側
面
」
は
履

軒
『
服
忌
図
』
の
中
に
全
然
姿
を
表
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
中
井
家
の
葬
儀
と
『
喪
祭
私
説
』

(
一
)
『
中
井
家
歴
代
裏
事
録
』
と
い
う
史
料
群
の
存
在

懐
徳
堂
文
庫
に
は
、
「
中
井
家
歴
代
褒
事
録
」
と
い
う
史
料
群
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

「
裏
事
」
と
は
事
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
、
葬
式
を
済
ま
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
『
左
伝
』

な
ど
に
そ
の
典
拠
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
中
井
家
歴
代
の
葬
儀
記
録
で
あ
る
。

以
下
、
そ
の
内
訳
は
挙
げ
て
お
く
。

て
胎
範
(
埜
庵
)
先
生
・
貞
範
請
人
裏
事
録
(
一
部
『
懐
徳
』
五
七
号
に
翻
刻
)

*
中
井
聾
庵
葬
儀
記
録
(
一
七
五
八

ω焼
香
次
第
(
仮
題
)
、
二
枚

ω葬
列
供
役
人
名
書
付
(
同
前
)
、
二
枚

〈
宝
暦
八
〉
年
六
月
一
七
日
夜
・
六
六
歳
)

ω葬
儀
行
列
、
一
紙

ω墓
碑
見
取
図
、
二
枚

ω三
虞
朝
夕
実
品
案
、
横
帳
一
冊

*
中
井
整
庵
夫
人
葬
儀
記
録
(
一
七
八
五
〈
天
明
五
〉
年
八
月
二
六
日
夜
・
七
四
歳
)

ω貞
範
姐
褒
事
記
(
下
書
)
、
横
帳
一
冊

ω貞
範
姐
裏
事
記
(
浄
書
)
、
同
一
冊

二
、
文
明
(
蕉
園
)
先
生
裏
事
録
(
一
八

O
三
〈
享
和
三
〉
年
八
月
四
日
残
・
三
七

歳
)(

一
部
『
懐
徳
』
五
七
号
に
翻
刻
)

ω文
明
先
生
褒
事
録
、
横
帳
一
冊

ω文
明
先
生
壌
誌
、
一
式

三
、
文
恵
(
竹
山
)
先
生
褒
事
録
(
一
八

O
四
〈
文
化
元
〉
年
二
月
五
日
残
・
七
五

歳
)
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(
一
部
『
懐
飽
』
五
四
号
に
翻
刻
)

ω文
恵
先
生
裏
事
録
、
横
根
一
冊

ω御
悔
名
簿
、
同
一
冊

ω文
恵
先
生
裏
事
録
続
(
香
儀
簿
・
葬
儀
行
列
下
書
)
、
同
一
冊

ω竹
山
先
生
三
虞
朝
夕
食
、
同
一
冊

ω竹
山
先
生
壌
誌
、
一
式

四
、
文
清
(
履
軒
)
先
生
裏
事
録
(
一
八
一
七
〈
文
化
十
四
〉
年
二
月
一
五
日
夜
・

八
六
歳
)

ω文
清
先
生
裏
事
録
、
横
帳
一
冊

ω香
儀
簿
、
同
一
冊

ω追
念
記
器
(
遺
物
分
配
記
録
)
、
同
一
冊

ω三
虞
朝
夕
食
品
案
、
同
一
冊



ω履
軒
先
生
喪
事
余
録
、
同
一
冊

ω履
軒
先
生
墓
誌
・
墓
石
図
面
、
一
式

玉
、
専
直
(
柚
国
)
先
生
・
貞
柔
夫
人
裏
事
録
(
継
室
貞
直
夫
人
墳
誌
附
)

*
中
井
柚
園
葬
儀
記
録
(
一
八
三
四
〈
天
保
王
〉
年
五
月
二
一
日
夜
・
五
三
歳
)

ω専
直
先
生
褒
事
録
、
横
帳
一
冊

ω到
来
控
、
同
一
冊

ω柚
園
先
生
葬
式
調
物
控
、
同
一
冊

ω柚
園
先
生
葬
儀
行
列
、
同
一
冊

*
中
井
柚
国
夫
人
葬
儀
記
録
(
一
八
二
一
一
〈
文
化
十
〉
年
一

O
月
五
日
残
・
二
五
歳
)

ω専
直
夫
人
貞
柔
褒
事
録
、
横
帳
一
冊

六
、
文
正
(
碩
果
)
先
生
・
貞
正
諸
人
(
碩
果
夫
人
)
裏
事
録

*
中
井
碩
果
葬
儀
記
録
(
一
八
四

O
〈
天
保
十
こ
年
三
月
二
四
日
現
・
七

O
歳
)

ω文
正
先
生
裏
事
録
、
横
帳
一
冊

ω三
虞
朝
夕
実
、
同
一
冊

ω文
正
先
生
境
誌
、
一
式

*
中
井
碩
果
夫
人
葬
儀
記
録
(
一
八
五
九
〈
安
政
六
〉
年
七
月
八
日
現
・
七
九
歳
)

ω御
悔
名
簿
(
表
題
な
し
て
横
帳
一
冊

ω三
虞
朝
夕
実
、
同
一
冊

ω貞
正
掃
人
墳
誌
、
一
式

七
、
良
信
夫
人
褒
事
録
(
温
良
〈
桐
園
〉
先
生
墓
石
文
他
附
)

*
中
井
桐
園
夫
人
葬
儀
記
録
(
一
八
六
八
〈
明
治
元
〉
年
七
月
二
五
日
残
・
三
九
歳
)

ω良
信
室
君
褒
事
録
、
横
帳
一
冊

ω三
虞
朝
夕
食
品
案
、
同
一
冊

ω良
信
家
君
葬
儀
買
物
控
、
同
一
冊

さ
て
上
に
示
し
た
と
お
り
、
こ
の
史
料
群
の
う
ち
、
聾
庵
と
そ
の
夫
人
、
蕉
園
そ
し

て
竹
山
の
裏
事
録
は
、
一
部
が
山
中
浩
之
・
小
堀
一
正
に
よ
っ
て
翻
刻
、
『
懐
徳
』
誌

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
加
地
伸
行
は
同
じ
く
『
懐
徳
』
誌
上
で
こ
の
史
料
群
を

紹
介
し
て
い
弘
な
お
、
前
掲
『
懐
徳
堂
事
典
』
で
も
、
「
文
恵
先
生
裏
事
録
」
と
い

う
項
目
を
立
て
、
こ
の
史
料
群
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
三
の
「
文
恵

先
生
裏
事
録
」
は
「
最
も
詳
細
に
記
さ
れ
た
代
表
的
な
記
匙
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
一
連
の
葬
儀
記
録
を
残
し
た
の
か
。
そ
れ
ら
の
褒
事
録
は
単
に
中
井
家
の

葬
儀
に
対
す
る
記
録
類
だ
け
で
は
な
い
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
中
井
家
歴
代
裏
事
録

は
喪
祭
儀
に
対
す
る
記
録
で
あ
る
と
同
時
に
、
次
の
世
代
に
伝
え
る
べ
く
喪
祭
儀
礼
の

模
範
や
心
が
け
な
ど
を
残
し
て
い
く
た
め
の
、
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
も
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
喪
祭
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
「
家
礼
」
を
実
行
し
て
い
っ
た
、
い

わ
ば
中
井
家
家
礼
の
成
立
過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

。。
噌

E
A

(
ニ
)
『
中
井
家
歴
代
裏
事
録
』
と
『
喪
祭
私
説
』
の
関
係

こ
の
膨
大
な
史
料
群
は
、
儒
葬
の
具
体
的
な
内
容
だ
け
で
な
く
、
懐
徳
堂
を
め
ぐ
る

人
の
繋
が
り
と
広
が
り
を
知
る
た
め
の
好
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
中
井
家
歴
代
裏

事
録
」
と
『
私
説
』
、
と
く
に
中
井
竹
山
が
注
記
し
た
箇
所
の
叙
述
と
の
関
係
に
絞
っ

て
検
討
し
た
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
整
庵
は
世
間
の
学
者
が
喪
祭
儀
に
お
い
て
、
親
族
の
反
対
を
押

し
切
っ
て
儒
教
儀
礼
を
み
だ
り
に
行
う
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

墓
地
の
多
く
が
寺
院
の
境
内
に
置
か
れ
、
そ
し
て
寺
請
制
度
の
下
で
「
喪
祭
の
礼
・
欽

葬
の
儀
」
が
す
べ
て
菩
提
寺
の
僧
侶
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
中
、
儒
教
儀
礼
を
執
り
行
う

こ
と
自
体
は
菩
提
寺
と
の
聞
に
常
に
緊
張
を
苧
ま
ず
に
い
な
い
。
整
庵
は
そ
の
問
題
を

慎
重
に
扱
っ
て
い
る
。



つ
ま
り
、
学
者
は
喪
祭
儀
に
あ
た
っ
て
儒
礼
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
普
段
か
ら
菩
提

寺
左
円
滑
な
関
係
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
目
的
は
あ
く
ま
で
、
臨
終
か
ら
喪
が
明
け

る
ま
で
家
で
「
道
場
」
を
設
け
た
り
「
仏
事
」
を
行
う
こ
と
を
回
避
し
、
そ
し
て
「
礼

意
」
を
全
う
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ゆ
え
に
、
人
子
た
る
者
は
予
め
そ
れ
を
よ
く
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
聾
庵
は
熟
慮
を
促
し
た
の
で
あ
る
(
以
上
『
私
説
』
「
喪
礼
」
)
。
と

な
れ
ば
、
『
私
説
』
な
い
し
中
井
家
の
儒
礼
実
践
は
、
ひ
と
こ
と
「
排
仏
」
で
は
片
付

け
ら
れ
な
い
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
菩
提
寺
や
世
俗
と
い
か

に
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
、
と
い
う
次
元
の
こ
と
ま
で
視
野
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な

'ν
 

た
と
え
ば
、
祭
把
の
供
え
物
に
つ
い
て
。
儒
教
の
祭
杷
儀
式
で
は
供
え
物
に
魚
肉
が

使
わ
れ
る
が
、
仏
教
で
は
そ
れ
は
ご
法
度
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
こ

と
に
対
し
て
、
竹
山
は
人
目
を
引
か
な
い
よ
う
、
「
俗
礼
」
に
従
い
「
素
膳
」
を
使
う

の
が
望
ま
し
い
と
す
る
。
実
際
、
祭
杷
の
供
え
物
に
素
膳
を
使
用
す
る
こ
と
は
「
中
井

家
歴
代
裏
事
録
」
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
「
中

井
家
歴
代
裏
事
録
」
と
『
私
説
』
の
関
係
を
確
認
し
よ
う
。

ー
、
銘
雄

中
井
埜
庵
は
『
私
説
』
の
中
で
、
「
葬
具
」
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

枢
を
載
せ
る
た
め
の
「
素
輯
」
や
「
提
燈
」
な
ど
、
送
葬
の
時
に
使
用
す
る
も
の
は
俗

に
従
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
以
外
、
「
幡
瞳
」
「
天
蓋
」
「
影
燈
」
な
ど
は
用
い
な
い
と
い

う
。
竹
山
は
そ
の
理
由
を
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
い
ま
世
の
中
の
葬
儀
は
も
と
「
明

季
遺
制
」
で
あ
り
、
人
が
そ
れ
を
「
浮
屠
の
法
」
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
「
素

輔
」
や
「
提
燈
」
以
外
は
排
し
て
用
い
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
た
だ
「
観
美
」
の
た
め

の
「
無
用
の
飾
り
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
こ
ま
で
は
先
に
述
べ
た
。

竹
山
は
そ
れ
に
続
け
て
い
う
。
お
よ
そ
送
葬
に
使
用
す
る
道
具
類
は
「
俗
制
」
に
従

う
が
よ
い
。
「
新
奇
」
を
街
っ
た
り
非
議
を
招
く
よ
う
な
こ
と
は
し
て
は
い
け
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
竹
山
は
「
銘
控
」
を
挙
げ
て
い
る
。
「
銘
控
」
と
は
、
枢
の

前
に
立
て
ら
れ
た
長
い
幡
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
死
者
の
姓
名
と
誌
な
ど
が
書
か

れ
る
。
「
明
控
」
と
も
い
う
。

要
す
る
に
、
銘
旋
は
古
の
制
度
に
合
致
す
る
も
の
の
、
わ
が
国
の
礼
が
廃
れ
て
久
し

い
た
め
、
そ
の
葬
具
の
意
味
を
理
解
す
る
者
が
い
な
い
。
も
し
、
唐
突
に
そ
れ
を
用
い

た
ら
人
目
を
驚
か
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
か
え
っ
て
先
王
の
「
俗
に
従
い
礼
を

制
す
」
る
意
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
竹
山
は
銘
控
の
使
用
を
戒
め
て
や
ま

な
し実

際
に
「
中
井
家
歴
代
裏
事
録
」
の
中
の
記
録
を
確
認
し
よ
う
。

ま
ず
、
中
井
蕉
園
の
葬
儀
記
録
を
み
る
。
「
銘
控
/
古
製
異
様
ニ
付
不
用
之
新
用
縫

吊
墓
標
ヲ
つ
』
む
帰
ル
ニ
枚
原
紙
ヲ
以
ス
/
正
面
粉
書
/
筆
者
早
野
義
一
二
/
文
明
先
生

中
井
君
伯
毅
枢
」
(
『
懐
徳
』
五
七
号
、
一
二
三
頁
)
と
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
銘
控

は
用
い
ず
、
代
わ
り
に
墓
標
を
使
用
し
正
面
に
「
1
墓
」
を
「

i
枢
」
と
書
き
換
え
て

用
い
る
。
引
用
に
「
古
製
異
様
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
前
中
井
家
で
銘
控
の
制
作
を

試
み
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
管
見
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
形
を
示
す
史

料
は
な
い
。
と
も
か
く
、
銘
控
を
制
作
せ
ず
墓
標
を
代
用
し
た
こ
と
は
、
蕉
園
の
裏
事

録
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
工
夫
は
そ
れ
以
後
の
葬
儀
に

踏
襲
さ
れ
た
。

竹
山
の
裏
事
録
の
記
述
を
み
よ
う
。
「
銘
控
/
墓
標
ヲ
用
ヒ
墓
ノ
字
ヲ
奉
書
ニ
而
包

ミ
枢
ノ
字
を
書
ス
」
(
『
懐
徳
』
五
四
号
、
九
二
頁
)
と
あ
る
。
引
用
の
よ
う
に
、
蕉
園

の
亡
き
翌
年
に
残
し
た
竹
山
の
裏
事
録
に
も
、
墓
標
の
代
用
が
確
認
で
き
た
。
か
く
し

て
、
銘
旋
に
墓
標
を
代
用
す
る
こ
と
は
、
中
井
家
の
葬
儀
に
お
い
て
一
つ
の
定
例
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
銘
控
を
制
作
し
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
裏
事
録
に
「
銘

控
」
と
い
う
名
を
残
し
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
。
本
来
『
家
礼
』
に
基
づ
く
な
ら
ば
、

銘
控
を
制
作
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
制
度
が
残
っ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
を
無
理
し
、

て
作
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
竹
山
が
『
私
説
』
の
中
で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
裏
事
録
の
中
で
使
用
し
な
い
葬
具
の
名
称
を
あ
え
て
残
し
て
お
い
た
の
は
、
や
は

り
喪
礼
の
「
礼
意
」
を
体
現
す
る
た
め
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

2
、
送
葬
時
の
神
主
の
扱
い
方

『
私
説
』
の
中
で
、
「
神
主
」
を
い
か
に
扱
う
か
は
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
送
葬
時
に
お
け
る
神
主
の
持
参
有
無
と
「
題
主
」
式
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
パ
『
私
説
』
「
送
葬
」
の
記
述
を
確
認
す
る
。
冒
頭
で
聾
庵
は
「
及
期
、
遷
枢
就

輯
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
割
注
に
出
棺
の
時
間
と
注
意
事
項
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
世
間
の
出
棺
時
間
は
大
抵
「
未
時
」
か
ら
「
未
半
申
時
」
の
問
(
午
後
二
時

5
四

時
)
と
な
っ
て
い
る
。
出
棺
の
際
に
、
喪
主
(
「
主
人
」
)
の
立
会
い
の
も
と
、
「
役
夫
」

が
枢
を
乗
物
(
「
輯
」
)
の
上
に
担
ぎ
、
縄
で
し
っ
か
り
と
固
定
す
る
。
そ
こ
に
は
、
神

主
に
関
す
る
指
示
は
と
く
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
竹
山
は
「
善
按
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
補
記
を
な
し
て
い
る
。

善
按
、
朱
子
家
礼
、
奉
魂
鳥
、
升
霊
車
、
別
以
箱
盛
主
、
置
烏
後
。
邦
俗
不
用
霊

車
、
乃
使
幼
者
奉
位
牌
、
先
枢
市
行
。
夫
全
未
憲
神
、
而
特
奉
之
、
甚
無
謂
也
。

今
巳
無
霊
車
、
則
姑
従
権
宜
、
話
主
及
浄
硯
新
筆
塁
、
以
置
子
輔
内
枢
側
、
墓
標

亦
同
載
以
随
可
也
(
「
喪
礼
」
・
送
葬
。
傍
点
は
引
用
者
、
以
下
同
断
)
。

朱
子
『
家
礼
』
で
は
、
神
主
の
成
立
ま
で
白
絹
で
「
魂
島
」
を
作
り
、
霊
の
一
時
の

依
代
と
す
る
。
送
葬
時
に
そ
れ
を
霊
牽
に
載
せ
、
そ
し
て
神
主
を
箱
に
入
れ
て
魂
吊
の

後
ろ
に
置
く
。
日
本
で
は
霊
草
を
使
用
せ
ず
、
「
位
牌
」
を
葬
列
の
先
頭
に
持
た
せ
て

い
く
。
以
下
、
竹
山
は
自
分
の
疑
問
と
見
解
を
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
神
主
に
は
霊
魂
が

ま
だ
患
依
し
な
い
。
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
奉
じ
て
も
意
味
が
な
い
で
は
な
い
か
。
い
ま
霊

車
も
使
わ
な
い
の
で
、
便
宜
上
墓
標
と
と
も
に
、
神
主
と
き
れ
い
な
硯
と
新
し
い
筆
・

墨
を
包
ん
で
、
枢
の
わ
き
に
置
く
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
。

墓
所
で
の
埋
葬
が
終
り
、
「
題
主
」
す
な
わ
ち
神
主
に
亡
者
の
名
前
な
ど
を
書
き
入

れ
る
。
『
家
礼
』
で
は
、
こ
の
時
神
主
(
「
陥
中
」
と
「
粉
面
」
)
は
能
書
の
人
が
題
す

る
。
そ
こ
で
神
主
は
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
霊
座
に
安
置
し
、
次
に

魂
吊
を
出
棺
時
の
箱
に
入
れ
て
神
主
の
後
ろ
に
置
く
。

『
私
説
』
の
式
次
第
は
『
家
礼
』
の
そ
れ
と
違
う
。
木
主
は
予
め
題
し
、
た
だ
主
面

の
主
字
の
一
画
を
残
し
て
お
く
。
遺
骸
の
埋
葬
が
終
わ
っ
た
段
階
で
、
そ
の
一
画
を
う

め
て
神
主
を
成
立
さ
せ
る
。
な
ぜ
式
次
第
が
異
な
る
か
、
竹
山
は
そ
の
理
由
を
こ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
邦
儀
葬
期
皆
用
午
後
、
故
其
成
墳
、
必
至
昏
黒
。
題
主
之
儀
、

難
得
而
備
、
且
善
書
者
、
亦
親
友
中
、
不
可
常
得
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
①
葬
儀
は
い

つ
も
午
後
に
行
う
た
め
、
埋
葬
が
終
わ
っ
た
ら
日
が
暮
れ
る
頃
に
な
る
。
薄
暗
い
中
、

「
題
主
」
の
儀
は
思
う
よ
う
に
な
し
が
た
い
こ
と
、
②
親
族
や
友
人
の
中
に
、
能
書
家

が
常
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
墾
庵
が
述
べ
た
よ
う

に
、
や
は
り
神
主
を
予
め
題
し
て
お
い
て
、
埋
葬
の
あ
と
喪
主
が
残
り
の
一
画
を
う
め

て
式
を
終
え
る
が
よ
い
、
と
竹
山
は
い
う
。

さ
て
、
高
橋
文
博
は
朱
子
『
家
礼
』
と
異
な
っ
た
、
そ
の
『
私
説
』
の
式
次
第
の
意

ω 

味
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
に
な
る
。
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ω
『
私
説
』
は
位
牌
を
「
主
」
(
上
引
傍
点
部
)
つ
ま
り
神
主
と
言
い
換
え
、
送
葬

過
程
に
お
け
る
「
霊
魂
」
の
依
代
の
存
在
を
否
定
す
る
(
二
三
頁
)
。

ωそ
の
意
味
で
、
霊
魂
の
依
代
は
神
主
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
霊
魂
は
埋
葬
後
喪



主
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
始
め
て
神
主
に
想
依
す
る
。
そ
れ
ま
で
霊
魂
は
遺
骸
に

滞
留
す
る
も
の
で
あ
る
(
二
四
頁
)
。

ω
『
私
説
』
で
は
、
埋
葬
ま
で
霊
魂
が
付
着
し
た
遺
骸
は
生
前
と
同
様
な
「
俗
性
」

を
も
つ
も
の
と
し
、
霊
魂
の
想
依
し
た
神
主
は
「
聖
性
」
を
も
っ
・
も
の
と
し
て
扱

わ
れ
る
(
二
五
頁
)
。

以
上
の
三
点
は
お
お
む
ね
賛
同
で
き
る
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ωに
つ
い
て
若
干

補
足
す
る
必
要
が
あ
る
。
高
橋
は
、
埋
葬
後
喪
主
の
呼
び
か
け
で
霊
魂
が
遺
骸
か
ら
神

主
へ
湿
依
す
る
点
に
注
目
す
る
。
そ
の
呼
び
か
け
と
は
、
高
橋
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、

「
肉
体
は
墓
穴
に
帰
す
る
が
、
霊
魂
は
室
堂
に
帰
る
。
神
主
は
完
成
し
た
。
願
わ
く
は
、

ω 

尊
霊
よ
、
古
き
を
捨
て
て
新
し
き
に
想
依
せ
よ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
高
橋
も
指
摘

し
た
よ
う
に
、
実
は
そ
の
言
葉
は
朱
子
『
家
礼
』
に
も
載
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
家

礼
』
で
は
捨
て
ら
れ
る
べ
き
「
古
き
」
は
魂
吊
の
こ
と
を
指
す
。
対
し
て
、
こ
こ
で
の

霊
魂
の
愚
依
が
遺
骸
←
神
主
で
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
。

こ
こ
で
、
高
橋
が
問
題
に
し
な
か
っ
た
、
主
面
一
面
を
う
め
る
「
題
主
」
式
に
注
目

し
た
い
。
実
は
、
『
私
説
』
に
あ
る
こ
の
「
題
主
」
式
は
、
水
戸
藩
の
喪
祭
礼
の
マ
ニ

ュ
ア
ル
書
『
喪
祭
儀
略
』
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
要
点
だ
け
を
述

べ
て
お
く
。

&
神
主
の
主
字
の
上
の
一
点
を
残
し
て
お
く
。
つ
ま
り
、
見
た
目
は
「
神
王
」
で
あ

司令。

弘
墓
所
で
陥
中
と
粉
面
の
そ
れ
ぞ
れ
の
点
を
補
っ
て
「
題
主
」
の
礼
を
完
成
す
る
。

仏
事
前
に
神
主
の
書
き
入
れ
を
し
て
お
く
理
由
と
し
て
、
墓
所
で
急
に
書
く
と
き
の

「
書
損
シ
」
を
防
ぐ
た
め
だ
と
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
を
み
る
か
ぎ
り
、
水
戸
藩
『
喪
祭
儀
略
』
の
「
題
点
」
と
も
い
え
る
式
は
、
『
私

説
』
の
「
題
主
」
式
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
題
点
」
式
は
単
に
暗
閣
の
中
う
ま
く
題
し
が
た
い
と
か
、
能
書
家
が

い
な
い
、
あ
る
い
は
書
損
を
避
け
る
な
ど
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
神
主

に
点
を
加
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
霊
魂
が
正
式
に
木
主
に
懇
依
し
、
「
神
主
」
が
成
立

す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
私
説
』
に
関
し
て
-
百
三
ん
ぱ
、
霊
魂
が

遺
骸
か
ら
神
主
に
恵
依
す
る
瞬
間
は
ま
さ
に
こ
の
「
題
点
」
式
に
お
い
て
で
あ
弘
そ

の
後
に
行
わ
れ
る
喪
主
の
呼
び
か
け
は
、
い
わ
ば
「
神
主
成
立
」
と
い
う
事
実
の
追
認

行
為
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
儒
家
知
識
人
で
あ
る
整
庵
と
竹
山
が
そ
の
こ
と
を
ど
こ
ま
で

意
識
し
、
ま
た
そ
れ
を
主
観
的
に
い
か
に
受
け
止
め
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

さ
て
、
中
井
家
の
褒
事
録
に
お
け
る
神
主
の
扱
い
方
を
確
認
し
て
お
く
。

ま
ず
、
竹
山
と
履
軒
の
母
で
あ
る
植
村
氏
の
葬
儀
を
み
る
。
「
廿
九
日
未
上
刻
/
出

棺
/
但
し
乗
物
之
内
へ
神
主
新
筆
硯
墨
ふ
く
紗
ニ
包
ミ
入
置
/
墓
標
も
同
断
」
(
『
懐
徳
』

五
七
号
、
一
一
一
頁
)
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
私
説
』
の
指
示
通
り
、
出
棺
時
に
枢
を

載
せ
た
「
乗
物
」
に
神
主
は
じ
め
、
新
し
い
筆
・
硯
・
墨
と
墓
標
を
入
れ
て
お
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
神
主
は
事
前
に
加
藤
友
輔
、
即
ち
懐
徳
堂
の
優
れ
た
和
学
者
・
歌

人
だ
っ
た
加
藤
景
範
(
一
七
二

0
1
一
七
九
六
)
に
よ
っ
て
書
き
入
れ
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
送
葬
の
記
録
に
「
題
主
」
を
明
示
し
た
記
述
は
な
い
が
、
墓
所
築
埋
の
あ
と
神
主

の
点
が
題
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
葬
儀
を
終
え
帰
宅
の
際
に
、
「
駕
飽
/

善
太
/
神
主
守
護
」
(
向
上
、
一
一
回
頁
)
と
い
う
ふ
う
に
、
喪
主
の
竹
山
は
駕
健
に

乗
り
亡
母
の
神
主
を
家
に
護
送
し
た
。

さ
て
、
蕉
園
の
葬
儀
の
喪
主
は
弟
の
七
郎
(
後
の
碩
果
)
が
な
っ
た
。
神
主
は
早
野

仰
斎
の
子
で
、
竹
山
・
履
軒
の
高
弟
だ
っ
た
早
野
義
三
(
橘
陸
、
一
七
七
八

1
一
八
三

一
)
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
。
葬
儀
は
無
事
に
終
了
し
、
帰
宅
の
と
き
喪
主
の
七
郎
は
亡

兄
の
神
主
を
「
謹
シ
帰
」
(
向
上
、
一
二
五
頁
)
っ
た
と
、
蕉
園
の
裏
事
録
に
み
え
る
。
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長
男
蕉
園
に
先
立
た
れ
た
竹
山
は
翌
一
八

O
四
年
に
易
賛
し
た
。
そ
の
葬
儀
は
子
蕉

園
の
そ
れ
と
近
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
お
お
む
ね
そ
れ
を
例
に
実
施
さ
れ
た
。
竹
山
の

神
主
は
向
じ
く
早
野
義
三
が
執
筆
し
た
。
そ
の
後
、
神
主
を
「
素
払
に
入
れ
て
送

葬
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
今
回
は
あ
る
事
情
に
よ
り
式
次
第
が
変
わ
っ
た
。
そ
の
事
情

と
は
、
履
軒
に
よ
る
神
主
持
参
の
反
対
で
あ
っ
た
。

竹
山
の
褒
事
録
に
そ
の
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
裏
事
録
の
末
尾
に
「
条
例
」
が
設
け

ら
れ
、
そ
こ
に
神
主
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
一
神
主
之
事
/
旧

例
墓
所
へ
持
参
候
所
、
履
軒
先
生
御
説
ニ
古
礼
右
之
義
無
之
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
相
止
メ
、

虞
祭
迄
包
ミ
置
虞
祭
之
節
始
而
取
出
し
霊
座
を
設
侯
、
可
以
為
永
野
」
(
『
懐
徳
五
四
号
、

一
O
ニ
頁
)
と
い
う
。

つ
ま
り
、
旧
例
で
は
神
主
を
墓
所
へ
運
ぶ
は
ず
だ
が
、
履
軒
先
生
が
い
う
に
は
そ
の

式
次
第
は
古
礼
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
は
そ
れ
を
止
め
た
。
代
わ
り
に
、

「
虞
祭
」
(
葬
儀
の
後
、
死
者
の
霊
魂
が
安
定
を
得
る
よ
う
に
す
る
祭
把
の
こ
と
で
あ

る
。
三
虞
ま
で
。
)
ま
で
神
主
を
包
ん
で
お
き
、
そ
の
節
に
取
り
出
し
て
霊
座
に
設
け

る
履
軒
は
兄
の
葬
儀
の
こ
と
だ
か
ら
、
な
に
よ
り
「
礼
」
に
則
っ
て
行
っ
て
あ
げ
た
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
古
礼
」
に
神
主
を
墓
所
に
持
参
す
る
事
が
な
い
の
を
根

拠
に
、
旧
例
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
述
を
見
る
か
ぎ
り
、
履
軒
の

説
と
さ
れ
る
「
古
礼
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
は
定
か
で
は
な
い
。
と
も
か
く
、
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
葬
儀
の
記
録
者
が
そ
の
履
軒
の
意
見
に
賛
成
し
、
な
お
か
つ
「
永

則
」
と
し
て
従
お
う
と
記
し
た
こ
と
で
あ
る
。
記
録
者
は
中
井
家
と
深
い
繋
が
り
を
持

た
な
い
人
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
葬
儀
の
時
の
「
司
書
」
が
記
録
を
執
筆
し
た
可
能
性

が
あ
る
。
ま
た
、
引
用
に
「
履
軒
先
生
」
と
称
し
た
の
で
、
竹
山
や
履
軒
に
学
ん
だ
人

物
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
裏
事
録
の
記
録
者
が
竹
山
の
神
主
の
扱
い
に
関
す
る
履
軒
の
意
見

を
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
定
則
と
し
て
使
お
う
と
言
明
し
た
事
実
は
、
注
目
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。

さ
て
、
墓
所
へ
神
主
の
不
持
参
と
い
う
こ
の
履
軒
の
意
見
は
、
そ
れ
以
後
は
た
し
て

定
則
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
定
則
と
な
っ
た
ど
こ
ろ
か
、

履
軒
自
身
の
葬
儀
に
さ
え
そ
れ
が
従
わ
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

履
軒
は
兄
竹
山
の
亡
き
後
、
名
目
上
の
学
主
を
引
き
受
け
た
も
の
の
懐
徳
堂
に
は
居

住
せ
ず
、
弟
子
の
指
導
に
自
分
の
居
所
「
水
哉
館
」
か
ら
通
う
よ
う
に
し
て
い
た
。
一

八
一
七
年
二
月
一
五
日
、
履
軒
は
八
六
歳
の
長
寿
で
終
っ
た
。
そ
の
葬
儀
は
門
人
た
ち

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
葬
儀
の
記
録
「
文
清
先
生
裏
事
録
」
は
、
履
軒
の
曾
孫
娘
で
あ

る
終
子
が
一
九
四
三
(
昭
和
十
八
)
年
二
月
一
日
に
追
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
葬
儀
の

様
子
は
追
補
さ
れ
た
と
お
り
の
内
容
だ
と
す
れ
ば
、
兄
竹
山
の
そ
れ
と
比
べ
ら
れ
な
い

ほ
ど
質
素
な
も
の
だ
っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。
履
軒
は
、
懐
徳
堂
の
学
主
で
外
部
と
の

付
き
合
い
に
長
け
た
兄
竹
山
と
違
っ
て
、
積
極
的
に
人
と
は
付
き
合
わ
ず
静
か
な
学
究

生
活
を
送
っ
て
い
た
。
履
軒
は
そ
ん
な
性
格
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
素
朴
な
葬

儀
を
望
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
「
文
清
先
生
褒
事
録
」
に
は
墓
所
へ
神
主
持
参
の
有
無
と
い
う
は
っ
き
り
し

た
記
述
は
な
い
が
、
次
の
文
章
は
注
目
に
値
す
る
。
「
曇
天
ニ
付
雨
傘
五
十
本
手
当
/

不
用
/
弓
張
提
灯
三
張
用
意
/
鋲
箱
持
参
舟
陪
仲
全
語
法
之
手
当
ノ
、
、
こ
と
い
う
。
そ

し
て
、
そ
の
左
に
神
主
式
の
図
が
書
か
れ
て
い
る
。
帰
り
道
に
「
神
主
護
送
」
の
た
め

の
鉄
み
箱
が
用
意
さ
れ
た
と
い
う
記
述
を
見
る
か
ぎ
り
、
神
主
は
や
は
り
葬
列
に
持
参

さ
れ
た
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
ら
に
、
一
八
四

O
年
の
中
井
碩
果
の
葬
儀
記
録
(
「
文
正
先
生
裏
事
録
」
)
を
見
る

と
、
「
旧
例
」
つ
ま
り
墓
所
へ
の
神
主
持
参
は
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
た
。
「
神
主
/
従

早
野
到
来
/
筆
者
並
河
復
一
/
旧
例
ニ
従
ヒ
墓
所
持
参
致
候
、
帰
館
後
虞
祭
之
節
始

而
取
出
し
霊
座
ヲ
設
候
」
と
い
う
。
早
野
義
三
(
橘
陰
)
は
こ
の
と
き
に
既
に
間
伐
し
て
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お
り
、
こ
こ
の
「
早
野
」
は
そ
の
子
の
早
野
思
斎
(
一
八

O
六
1
没
年
末
詳
。
通
称
は

生
三
)
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
並
河
復
一
は
並
阿
寒
泉
の
こ
と
で
あ
る
。
並
河
家
は

旧
来
中
井
家
と
深
い
繋
が
り
を
も
っ
て
い
た
。
寒
泉
は
竹
山
の
外
孫
で
、
懐
徳
堂
最
後

の
教
授
を
務
め
、
同
校
の
経
営
・
維
持
に
腐
心
し
て
い
た
。

さ
て
、
上
引
が
示
し
た
通
り
、
葬
儀
の
記
録
者
は
神
主
持
参
と
い
う
旧
例
の
回
復
を

わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
神
主
は
墓
所
に
持
参
し
た
が
、
虞
祭
の
と
き
に
始

め
て
取
り
出
し
て
霊
座
に
安
置
し
た
と
い
う
。

以
上
述
べ
た
こ
と
を
も
う
一
度
整
理
す
る
と
、
次
に
な
る
。

『
私
説
』
で
は
、
神
主
を
事
前
に
題
し
、
主
面
の
一
一
闘
だ
け
を
残
し
て
お
く
。
墓
所

の
埋
葬
を
終
え
て
か
ら
、
喪
主
が
そ
の
一
面
を
う
め
て
「
題
主
」
式
を
完
成
す
る
。
埜

庵
の
葬
儀
記
録
は
簡
略
な
も
の
だ
っ
た
た
め
、
「
題
主
」
に
関
す
る
記
述
が
確
認
で
き

な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
整
庵
夫
人
の
裏
事
録
で
は
、
『
私
説
』
中
の
「
題
主
」
式
に
従

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
竹
山
の
葬
儀
に
な
る
と
、
履
軒
の
反
対
で
神
主
は
墓

所
に
持
参
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
履
軒
自
身
の
葬
儀
で
は
そ
の
意
見
が
取
り
入
れ

な
か
っ
た
と
見
え
、
さ
ら
に
碩
果
葬
儀
の
時
は
神
主
持
参
の
旧
例
に
復
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
ど
う
捉
え
る
か
。

そ
も
そ
も
、
竹
山
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
近
世
の
喪
葬
儀
礼
に
位
牌
を
葬
列
の
先
頭

に
持
た
せ
る
慣
習
が
あ
っ
た
。
竹
山
は
そ
れ
を
取
ら
な
い
も
の
の
、
神
主
を
乗
物
に
載

せ
る
と
い
う
便
宜
策
を
取
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
世
俗
の
そ
の
慣
習
は
抗
い
が
た
い
も

の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
履
軒
の
意
見
は
世
俗
の
慣
習
に
明
ら
か
に
対
立
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
一
度
だ
け
そ
れ
に
従
っ
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
復
旧
さ
れ
た
。
な
ぜ
そ
れ
が
容
易
に

受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
か
、
そ
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
よ
り
も
重
要
な

こ
と
は
、
人
々
が
そ
の
式
次
第
に
執
着
し
た
と
も
い
え
る
、
い
わ
ば
意
識
レ
ベ
ル
の
問

題
で
あ
る
。
想
像
力
を
逗
し
く
す
れ
ば
、
そ
れ
は
死
者
の
霊
魂
を
離
散
さ
せ
な
い
た
め

つ
ま
り
、
あ
り
て
い
に
い
え
ば
、
遺
骸
を
埋
葬
し
た
ら
す
ぐ
に
そ

こ
に
霊
魂
の
依
代
が
な
い
と
困
る
か
ら
で
あ
る
。
当
事
者
た
ち
が
そ
の
こ
と
を
ど
こ
ま

で
自
覚
し
て
い
た
か
は
問
題
で
は
な
い
。
墓
所
へ
神
主
/
位
牌
を
持
参
す
る
と
い
う
式

次
第
に
執
着
し
た
こ
と
自
体
は
、
人
々
の
宗
教
意
識
の
現
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
こ
に
霊
魂
の
実
在
を
否
定
す
る
履
一
軒
の
姿
が
あ
っ
た
。
履
軒
は

民
衆
の
心
情
に
あ
る
霊
魂
実
在
の
信
仰
を
完
全
に
否
定
し
て
、
無
鬼
論
を
主
張
し
た
。

無
鬼
論
の
主
張
と
儒
教
の
鬼
神
祭
記
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
懐
徳
堂
の
知
識
人
た
ち
に
よ

ω 

っ
て
絶
え
ず
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
喪
葬
儀
礼
に
お
け

る
神
主
の
扱
い
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
教
儀
礼
と
世
俗
の
喪
葬
慣
習
の
狭

間
で
苦
心
し
た
知
識
人
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

3
、
涯
青
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涯
青
と
は
つ
ま
り
松
脂
の
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
の
父
の
名
は
朱
松
と
い
う
。
誇
を
避

け
る
た
め
、
『
家
礼
』
で
は
松
脂
の
こ
と
を
涯
青
と
呼
ぶ
。
周
知
の
よ
う
に
、
涯
青
は

よ
く
防
水
剤
や
防
腐
剤
な
ど
に
使
わ
れ
る
。
『
家
礼
』
で
は
木
棺
と
灰
隠
(
文
字
通
り

灰
を
隔
て
る
薄
板
、
「
惇
」
の
形
を
す
る
)
の
と
こ
ろ
に
使
用
さ
れ
る
(
「
喪
礼
」
治
棺
、

作
灰
隔
)
。

さ
て
、
『
私
説
』
「
喪
礼
」
に
、
棺
の
木
材
に
つ
い
て
「
被
」
(
槙
)
が
上
で
、
「
檎
」

が
そ
れ
に
次
ぐ
と
い
う
指
示
が
な
さ
れ
る
。
以
下
木
棺
の
寸
法
や
注
意
事
項
を
述
べ
た

段
落
に
、
涯
青
を
め
ぐ
る
記
述
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
も
し
木
棺
に
小
さ
な
ひ
び
割
れ

が
あ
っ
た
り
、
釘
の
あ
た
り
に
隙
聞
が
で
き
た
ら
、
「
松
脂
」
で
そ
れ
を
補
う
と
す
る

(
「
初
終
」
、
治
棺
)
。
し
か
し
、
『
家
礼
』
の
木
棺
に
流
す
涯
青
が
「
半
寸
以
上
」
と
す

る
の
に
対
し
て
、
『
私
説
』
で
は
涯
青
の
全
面
的
な
使
用
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
、

後
述
の
よ
う
に
、
そ
こ
で
涯
青
の
使
用
は
む
し
ろ
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る
。



『
家
礼
』
の
「
灰
隔
」
の
作
り
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
お
く
。

(
外
)
炭
末
/
薄
板
/
三
物
(
細
沙
、
黄
土
、
石
灰
)
/
灰
隔
:
・
涯
青
/
棺
(
内
)

つ
ま
り
、
灰
隔
は
棺
と
三
物
の
間
に
あ
り
、
そ
の
内
側
に
涯
青
を
注
ぎ
、
「
三
寸
」
ほ

ど
塗
っ
て
お
く
。
さ
ら
に
そ
の
四
囲
に
三
物
を
流
し
、
も
う
一
枚
の
薄
板
を
挟
ん
で
外

側
に
「
炭
末
」
を
入
れ
る
。

竹
山
は
『
私
説
』
の
中
で
、
『
家
礼
』
の
上
の
記
述
を
挙
げ
、
こ
の
よ
う
に
分
析
す

る
。
つ
ま
り
、
灰
隔
は
棺
と
三
物
を
、
「
築
板
」
(
す
な
わ
ち
上
述
の
「
薄
板
」
)
は
三

物
と
炭
末
を
そ
れ
ぞ
れ
隔
て
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
の
先
儒
が
い
う
「
灰

隔
」
は
、
実
は
「
築
板
」
の
つ
も
り
で
備
え
た
も
の
で
あ
り
、
『
家
礼
』
の
そ
れ
と
異

な
る
。
さ
ら
に
、
石
灰
と
砂
が
あ
れ
ば
作
り
が
十
分
牢
固
な
の
で
、
木
の
根
や
「
水
蟻
」

の
侵
害
に
対
す
る
心
配
は
な
い
。
な
ら
ば
、
涯
青
と
炭
末
は
と
く
に
用
い
ず
、
「
灰
隔
」

の
つ
も
り
で
板
を
囲
ん
で
作
れ
ば
よ
い
と
い
う
。
『
私
説
』
と
く
に
竹
山
は
涯
青
の
使

用
に
消
極
的
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
中
井
家
の
葬
儀
で
涯
青
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
「
中
井
家
歴
代
裏
事
録
」

か
ら
そ
れ
を
確
認
し
よ
う
。

ま
ず
、
蕉
園
の
葬
儀
記
録
を
検
討
す
る
。
蕉
園
の
指
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。
「
棺
中
裏
面
塩
/
施
涯
青
H

H

/

凡
八
斤
」
(
『
懐
徳
』
五
七
号
、
一
二
二
頁
)

と
あ
る
。
な
ぜ
涯
青
が
施
さ
れ
た
の
か
、
「
条
例
」
の
と
こ
ろ
に
そ
の
理
由
が
記
さ
れ

て
い
る
。
「
一
涯
青
/
旧
例
不
用
並
河
氏
之
勧
ニ
よ
り
用
之
不
漏
臭
而
よ
し
可
為
永

式
」
(
問
、
一
二
九
頁
)
と
い
う
。

涯
青
の
使
用
に
消
極
的
だ
っ
た
『
私
説
』
に
従
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま

で
涯
青
は
使
用
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
蕉
園
の
葬
儀
に
あ
た
っ
て
、
「
護
喪
」

い
わ
ば
葬
儀
の
総
務
責
任
者
だ
っ
た
並
河
氏
(
誠
輔
)
の
勧
め
で
用
い
た
。
臭
い
が
気

に
な
ら
ず
良
か
っ
た
の
で
、
「
永
式
」
と
し
て
取
り
入
れ
よ
う
と
、
記
録
者
は
記
し
て

い
る
。

そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
っ
た
。

①
中
井
家
の
葬
儀
で
は
『
家
一
礼
』
の
制
に
な
ら
っ
て
、
「
護
喪
」
、
「
司
書
」
(
受
付
係
)
、

「
司
貨
」
(
会
計
係
)
な
ど
と
い
う
役
割
記
分
を
し
た
。
そ
し
て
、
上
の
涯
青
の

例
が
示
し
た
よ
う
に
、
護
喪
並
河
氏
の
役
割
は
し
っ
か
り
と
機
能
し
て
い
た
。

②
蕉
園
が
残
し
た
の
は
八
月
の
夏
で
あ
る
。
並
河
氏
が
涯
青
の
使
用
を
勧
め
た
理
由

と
し
て
、
「
臭
い
が
漏
れ
な
い
」
た
め
と
記
録
者
が
述
べ
た
こ
と
は
、
蕉
園
死
去

の
時
期
と
考
え
合
わ
せ
た
ら
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
竹
山
葬
儀
の
様
子
を
み
よ
う
。
「
治
棺
」
の
様
子
を
記
録
し
た
段
落
で
あ
る
。

「
外
面
六
方
内
面
四
隅
及
ヒ
底
厚
サ
五
分
底
之
外
面
斗
り
厚
サ
/
壱
寸
余
骨
骨
惣
目
九

十
二
斤
」
(
『
懐
徳
』
五
四
号
、
八
九
頁
)
と
あ
る
。

棺
は
丁
寧
に
涯
青
を
施
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
裏
事
録
の
「
条
例
」
の

記
述
か
ら
も
、
墓
所
で
の
涯
青
の
使
用
が
確
認
で
き
る
。
「
一
涯
青
之
事
/
中
橋
筋

淡
路
町
北
へ
入
ル
西
側
近
江
屋
孫
兵
衛
ニ
申
付
ル
/
鍋
竃
共
ニ
持
参
涯
青
か
け
侯
者
不

案
内
故
大
工
ニ
命
ス
」
(
向
上
、
一

O
二
頁
)
と
い
う
。
つ
ま
り
、
墓
所
で
の
涯
青
不

使
用
と
す
る
『
私
説
』
の
記
述
に
反
し
て
、
竹
山
の
葬
儀
で
は
涯
青
作
り
の
道
具
を
墓

所
に
運
び
、
「
大
工
」
に
頼
ん
で
涯
青
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
来
、
中
井
家
の

葬
儀
に
涯
青
の
使
用
は
定
例
と
な
っ
た
。

一
見
、
褒
事
録
の
記
述
は
『
私
説
』
の
そ
れ
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
確
か

に
、
涯
青
の
使
用
有
無
に
関
し
て
い
え
ば
、
実
際
の
葬
儀
は
竹
山
説
を
踏
ま
え
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
大
幅
の
改
変
は
別
と
し
て
、
実
葬
儀
に
あ
た
り
一
定
の
変
更
は
十
分
有

り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
夏
場
の
涯
青
使
用
と
い
う
明
確
な
理
由
が
あ
っ
た
ら
な
お
さ
ら
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で
あ
る
。

『
私
説
』
と
い
う
書
は
喪
祭
儀
礼
を
実
施
す
る
時
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
。
よ

り
よ
い
葬
儀
を
行
う
た
め
に
、
そ
れ
を
大
前
提
と
し
て
参
照
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ

う
。
し
か
し
、
実
際
の
喪
祭
儀
礼
は
す
べ
て
そ
れ
に
従
っ
て
実
施
す
べ
き
わ
け
で
は
な



ぃ
。
む
し
ろ
、
世
間
の
喪
葬
慣
習
と
う
ま
く
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
実
施
し
て
い

か
な
く
て
は
成
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
式
次
第
の
遂
行
に
発
生
す
る
事
柄
や

突
発
事
項
に
応
じ
て
、
儀
式
の
内
容
を
若
干
変
更
す
る
は
ず
で
あ
弘
そ
の
ゆ
え
に
こ

そ
、
葬
儀
全
般
に
関
し
て
「
護
喪
」
な
ど
の
責
任
者
を
依
頼
し
、
葬
儀
中
重
要
な
役
目

ω 

を
果
た
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
中
井
家
の
喪
祭
儀
礼
の
実
践
は
懐
徳
堂
を
め
ぐ
る
人
々
の
協
力
に
よ

る
ば
か
り
で
な
く
、
地
域
の
町
人
た
ち
に
よ
る
支
え
の
下
で
成
し
得
る
も
の
だ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

中
井
聾
庵
『
私
説
』
は
、
朱
子
『
家
礼
』
と
丘
溶
『
家
礼
儀
節
』
に
基
づ
き
な
が
ら
、

先
儒
の
説
を
取
り
込
ん
で
著
し
た
書
で
あ
る
。
そ
の
点
、
喪
祭
礼
を
め
ぐ
る
明
儒
の
説

ω 

に
対
し
て
、
最
初
か
ら
批
判
的
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
今
世
の
葬
儀
は
も
と
明
季

の
遺
制
」
と
い
う
中
井
竹
山
の
発
言
か
ら
み
て
も
、
懐
徳
堂
に
お
け
る
喪
祭
礼
の
受
容

は
、
明
文
化
に
親
和
的
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

整
庵
は
世
間
の
仏
式
葬
祭
を
嘆
き
、
儒
家
知
識
人
の
立
場
か
ら
喪
祭
礼
の
た
め
の
手

引
書
『
私
説
』
を
編
纂
し
た
。
そ
こ
で
、
整
庵
は
他
の
儒
家
知
識
人
と
同
様
、
喪
祭
礼

を
行
う
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
喪
祭
礼
を
順
調
に

行
う
た
め
に
は
、
菩
提
寺
と
円
滑
な
関
係
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
聾
庵
は
強
調
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
姿
勢
は
懐
徳
堂
の
知
識
人
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

懐
徳
堂
の
家
礼
実
践
は
単
に
排
仏
で
は
な
く
、
世
俗
と
の
調
和
を
心
が
け
て
い
た
。

ま
た
、
懐
徳
堂
の
喪
祭
礼
実
践
は
あ
る
基
本
的
な
態
度
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

喪
祭
礼
を
行
う
側
の
心
持
ち
を
な
に
よ
り
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
履
軒
は
父
埜
庵
の

服
喪
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
を
受
け
継
ぎ
、
『
服
忌
図
』
を
著
し
た
。
そ
の
中
で
、
履
軒

は
世
間
に
お
け
る
服
喪
の
形
骸
化
を
問
題
に
し
て
、
服
喪
の
あ
り
方
を
示
し
た
。
履
軒

の
目
的
は
、
人
々
が
家
族
の
親
疎
開
係
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
幕
府
「
服
忌
令
」
の
服
制

を
よ
く
理
解
し
、
そ
の
上
で
『
服
忌
図
』
に
従
い
服
喪
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。
心
あ
る

「
君
子
」
に
訴
え
た
書
で
あ
る
。

履
軒
は
『
服
忌
図
』
の
中
に
、
古
礼
の
服
制
を
挙
げ
て
い
る
と
同
時
に
、
明
の
服
制

を
取
り
入
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
上
述
し
た
竹
山
の
「
明
季
の
遺
制
」
と
い
う
発
言
と
、

呼
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
明
文
化
を
ぬ
き
に
、
近
世
日
本
の
儒
礼
受
容

の
全
体
像
が
見
え
な
い
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
文
化
と
の
関
係
で
特
記
す
べ
き
は
、
『
私
説
』
に
「
題
点
」
儀
を
め
ぐ
る
叙
述
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
題
点
儀
は
水
戸
藩
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
り
、
明
の
喪

祭
礼
俗
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
水
戸
藩
と
の
間
に
影
響
関
係
の
有
無

は
さ
て
お
き
、
儒
教
儀
礼
に
明
の
喪
祭
礼
俗
を
取
り
入
れ
た
点
に
お
い
て
、
『
私
説
』

ω 

は
水
戸
藩
の
『
喪
祭
儀
略
』
と
同
じ
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
「
中
井
家
歴
代
褒
事
録
」
の
検
討
に
よ
っ
て
、
中
井
家
が
い
か
に
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
、
喪
祭
儀
礼
を
行
っ
た
か
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
裏
事
録
の
内
容
を
『
私
説
』

の
そ
れ
と
比
較
し
た
結
果
、
中
井
家
の
葬
儀
は
お
お
む
ね
『
私
説
』
に
従
っ
た
も
の
の
、

状
況
判
断
の
下
で
若
干
の
変
更
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
、
葬
儀
を
よ
り
良
く
行

う
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。

神
主
の
墓
地
へ
持
参
不
持
参
の
問
題
に
関
し
て
、
世
俗
と
対
立
し
た
履
軒
の
主
張
は
、

竹
山
葬
儀
の
際
に
一
時
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
履
軒
自
身
の
葬
儀
、
ま
た
そ
の

後
の
葬
儀
に
、
神
主
持
参
の
儀
は
復
帰
し
た
。
そ
こ
で
、
葬
祭
儀
を
め
ぐ
る
世
俗
の
規

制
力
が
想
像
以
上
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
、
町
入
社
会
に
生
き
た
懐
徳
堂
知
識
人
た
ち
の
強
靭
な
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
〈
儒
家
的
知
識
人
が
社
会
に
定
立
す
る
あ
り
方
〉

と
し
て
、
仏
式
葬
祭
に
対
し
て
屈
折
を
経
な
が
ら
儒
教
的
喪
祭
礼
(
家
礼
)
を
実
践
し
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た
姿
で
あ
る
。

註

(
1
) 

P 

J 

【
附
記
】
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
資
料
の
閲
覧
・
利
用
に
は
、

同
舘
の
秋
庭
公
代
氏
と
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
の
井
上
了
氏
と
関
係
者
各
位

の
ご
協
力
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
る
。
な
お
本
稿
は
、
平

成
十
九
年
度
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補
助
金
・
特
別
研
究
員

奨
励
費
(
研
究
課
題
名
:
近
世
日
本
に
お
け
る
『
文
公
家
礼
』
の
思
想

史
的
意
義
、
課
題
番
号
:
一
七
・
二

O
五
九
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

懐
徳
堂
の
無
鬼
論
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
以

下
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
挙
げ
て
お
く
。
子
安
宣
邦
「
陰
陽
の
鬼
神
と
祭
把
の
鬼

神
|
|
無
鬼
論
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
懐
徳
』
五
四
号
、
一
九
八
五
年
。

の
ち
同
『
新
版
鬼
神
論
:
神
と
祭
把
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
、
白
津
社
、
二

O
O
二

年
所
収
)
、
小
堀
一
正
「
無
鬼
、
ま
た
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
鬼
神
|
|
山

片
播
桃
小
論
|
|
」
(
『
懐
徳
』
五
六
号
、
一
九
八
七
年
。
の
ち
同
『
近
世
大
坂
と

知
識
人
社
会
』
、
清
文
堂
、
一
九
九
六
年
所
収
)
、
陶
徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研

究
』
(
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
)
第
六
章
「
無
鬼
論
」
、
宮
川
康
子
『
富

永
仲
基
と
懐
徳
堂
|
|
思
想
史
の
前
哨
』
(
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
八
年
)
第
四

章
「
あ
た
り
ま
え
の
誠
の
位
相
|
|
「
誠
の
道
」
と
『
中
庸
』
の
誠
を
め
ぐ
っ
て
」

参
照
。

(
2
) 

「
『
喪
祭
私
説
』
に
お
け
る
「
家
礼
」
受
容
|
|
徳
川
儒
教
に
お
け
る
仏
教
批

判
の
一
方
向
l
l
I
」
(
『
懐
徳
』
六
一
号
、
一
九
九
三
年
。
の
ち
高
橋
文
博
著
『
近

世
の
死
生
観
』
ベ
り
か
ん
社
、
二

O
O六
年
所
収
)
。

(
3
)

「
懐
徳
堂
学
派
葬
祭
説
の
来
源
|
|
『
喪
祭
私
説
』
主
面
書
式
を
手
掛
り
に
し

て

l
i」
(
『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
編
『
待
兼
山
論
叢
』
三
九
号
〈
哲
学

篇
〉
、
二

O
O
五
年
)
。

(
4
)

「
懐
徳
堂
の
祭
把
空
間
|
中
国
古
礼
の
受
容
と
展
開

l
」
(
『
大
阪
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
紀
要
』
四
六
号
、
二

O
O六
年
)
。

(
5
)

『
喪
祭
私
説
』
に
つ
い
て
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
の
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
の

『
喪
祭
私
説
附
幽
人
先
生
服
忌
図
』
(
後
述
)
と
い
う
写
本
を
使
用
し
た
。
以
下

特
記
す
る
以
外
、
引
用
は
す
べ
て
同
写
本
に
拠
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
同
文
庫
所
蔵

の
他
の
二
写
本
、
お
よ
び
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
写
本
を
参
考
に
し
た
。

(
6
〉
積
善
の
二
番
目
の
伯
父
伯
元
は
大
叔
父
玄
意
の
後
を
継
ぎ
、
三
番
目
の
伯
父
広

之
は
柳
原
氏
の
後
を
継
い
だ
。
羽
倉
敬
尚
「
懐
徳
堂
師
儒
四
家
の
系
図
」
(
『
懐
徳
』

三
七
号
、
一
九
六
六
年
)
を
参
照
。

(
7
)

履
軒
は
「
喪
祭
私
説
政
」
の
中
で
こ
の
よ
う
に
い
う
。
父
聾
庵
は
喪
葬
儀
礼
を

行
う
に
、
「
哀
戚
は
礼
の
実
に
尽
し
、
儀
文
は
礼
の
権
に
中
」
っ
て
い
る
。
そ
の

礼
を
実
際
に
見
た
も
の
は
み
な
「
善
哉
」
と
称
え
、
そ
し
て
そ
れ
に
「
化
」
す
る

も
の
が
多
い
と
い
う
。

(
8
)

同
文
庫
に
は
、
中
井
履
軒
の
手
稿
本
を
含
め
て
全
部
で
三
種
類
の
『
服
忌
図
』

写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
他
の
二
本
は
亥
字
之
説
一
巻
・
簡
壁
一
巻
・
姓
氏
断

一
巻
を
附
す
る
、
履
軒
門
人
の
小
西
某
の
写
本
一
巻
と
、
筆
写
者
不
明
の
写
本
一

巻
で
あ
る
。
な
お
、
『
懐
徳
堂
文
庫
図
書
目
録
』
(
大
阪
大
学
文
学
部
、
一
九
七
六

年
)
漢
籍
の
部
、
一
一
頁
参
照
。

(
9
〉
湯
浅
邦
弘
編
著
『
懐
徳
堂
事
典
』
(
大
阪
大
学
出
版
会
、
二

O
O
-
-年)、

五
頁
。

(
叩
)

『
懐
徳
堂
事
典
』
、

一
O
五
1
一
O
六
頁
。
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『
懐
徳
堂
事
典
』
、

何
淑
宜
『
明
代
士
紳
奥
通
俗
文
化
|
|
以
喪
葬
礼
俗
為
倒
的
考
察
』
(
台
北
:

台
湾
師
範
大
学
歴
史
研
究
所
、
二

O
O
O年
)
、
五

O
頁
参
照
。

(
日
)
何
淑
宜
前
掲
書
、
四
四
頁
。

(
U
)
『
明
史
』
礼
志
十
三
の
洪
武
七
年
九
月
の
記
述
に
「
洪
武
七
年
九
月
、
貴
妃
孫

氏
莞
。
無
子
、
太
祖
命
呉
主
捕
主
喪
事
、
服
慈
母
服
、
斬
衰
三
年
。
東
宮
諸
王
皆

服
期
。
由
是
作
孝
慈
録
」
と
あ
る
。
な
お
、
何
淑
宜
前
掲
書
、
五

O
頁
お
よ
び
二

五
九
頁
所
載
の
附
録
「
『
孝
慈
録
』
与
前
此
礼
書
服
制
規
定
之
比
較
」
を
参
照
。

(
日
)
『
儀
礼
』
喪
服
第
十
一
、
長
津
規
矩
也
編
『
和
刻
本
経
書
集
成
、
第
二
輯
』
(
汲

古
書
院
、
一
九
七
五
年
)
、
七
四
頁
。

(
同
)
徳
川
幕
府
の
服
忌
令
は
一
六
八
四
(
貞
享
一
克
)
年
五
代
将
軍
綱
吉
の
時
代
に
制

定
さ
れ
、
そ
の
後
幾
度
の
改
正
を
経
て
吉
宗
の
一
七
三
六
(
元
文
元
)
年
に
最
終

的
に
確
定
し
た
。
林
由
紀
子
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
「
夫
と
妻
方

親
族
の
聞
に
服
忌
は
存
し
な
い
」
(
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
、
一
六
二
頁
)

と
い
う
。

(
口
)
黄
彰
健
編
『
明
代
律
例
実
編
』
(
台
北
:
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一

九
七
九
年
)
、
三
一
頁
の
「
妻
親
服
図
」
と
三
九
頁
の
服
制
を
参
照
。

(
日
)
林
由
紀
子
前
掲
書
、
四
九
頁
。

(
凶
)
履
軒
が
別
の
と
こ
ろ
で
服
忌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
は
一
つ
の
傍

証
と
な
ろ
う
。
「
今
服
忌
と
い
ふ
こ
と
を
、
令
に
は
服
暇
と
か
き
た
り
、
親
の
喪

服
期
年
に
て
暇
五
十
日
、
暇
と
は
引
こ
も
り
で
朝
廷
に
出
ぬ
を
い
ふ
、
哀
戚
の
甚

し
き
聞
は
公
務
を
ゆ
る
さ
る
』
の
義
な
り
、
五
十
日
の
外
は
喪
服
を
着
な
が
ら
、

出
て
公
務
を
を
さ
む
る
な
り
、
肌
m
p
居
掛
い
ん
ザ
青
山
同
な
レ
」
(
『
年
成
録
』
。
傍
点

は
引
用
者
)
。
滝
本
誠
一
編
『
日
本
経
済
大
典
第
二
十
三
巻
』
(
明
治
文
献
、

九
六
九
年
)
、
六
七
七
頁
。

(
日
)

一
O
五
頁
。

(ロ)

「
〈
連
載
〉
懐
徳
堂
物
語
(
二
)
」
、
『
懐
徳
』
玉
二
号
、

前
掲
『
懐
徳
堂
事
典
』
、
九
七

1
九
八
頁
。

高
橋
文
博
前
掲
「
『
喪
祭
私
説
』
に
お
け
る
「
家
礼
」
受
容
|
|
徳
川
儒
教
に

お
け
る
仏
教
批
判
の
一
方
向
l
l
-
-

(
幻
)
前
掲
論
文
、
二
四
頁
。

(
担
)
拙
稿
「
水
戸
藩
の
儒
礼
受
容
l

『
喪
祭
儀
略
』
を
中
心
に
|
」
(
『
京
都
大
学
大

学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
五
三
号
、
二

O
O七
年
)
参
照
。

(
お
)
「
題
点
」
は
明
清
以
降
の
民
間
の
俗
礼
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
王
爾
敏
『
明

清
時
代
庶
民
文
化
生
活
』
(
台
北
:
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
九
六
年
)

第
五
章
「
日
常
礼
儀
規
矩
」
参
照
。
現
在
、
台
湾
に
も
そ
れ
と
類
似
し
た
儀
式
が

存
在
し
、
そ
れ
を
「
点
主
」
と
い
う
。
民
間
の
喪
葬
儀
礼
に
詳
し
い
中
央
研
究
院

文
哲
研
究
所
の
李
豊
慾
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
「
点
主
」
式
は
ま
さ
に
霊
魂
が

神
主
に
ウ
ツ
ル
と
考
え
ら
れ
る
儀
式
で
あ
る
と
い
う
。

(
お
)
蕉
園
の
葬
儀
記
録
「
文
明
先
生
褒
事
録
」
中
の
条
例
に
よ
れ
ば
、
旧
例
は
「
素

輯
」
を
用
い
た
が
、
こ
の
た
び
並
河
家
製
作
し
た
「
素
輿
」
が
便
利
な
も
の
な
の

で
、
そ
れ
を
使
用
し
た
と
い
う
(
『
懐
徳
』
五
七
号
、
二
一
九
頁
)
。
こ
の
素
輿
は

以
後
の
葬
儀
に
一
つ
の
定
例
と
な
っ
た
。

(
幻
)
懐
徳
堂
の
儒
礼
祭
把
と
無
鬼
論
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
で
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

(
却
)

(
幻
)

(
詑
)

一
九
八
三
年
。

η，白ワ臼

(
羽
)
こ
こ
で
履
軒
の
「
喪
祭
私
説
政
」
に
あ
る
次
の
文
章
を
想
起
さ
せ
る
。
「
(
『
私

説
』
は
)
非
調
一
成
不
可
易
也
。
然
循
此
定
準
、
而
推
之
、
則
何
適
而
不
可
也
」

と
い
う
。

(
却
)
竹
山
の
体
格
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
紘
は
重
か
っ
た
ら
し
い
。
出
棺
や
埋
葬
の

際
に
特
別
の
工
夫
が
講
じ
ら
れ
、
護
喪
並
河
氏
の
指
示
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
「
旧

例
枢
ヲ
下
ス
ニ
綿
而
己
ヲ
用
ユ
、
此
度
之
枢
格
別
重
キ
ニ
因
リ
穿
横
之
時
ヨ
リ
預



メ
杉
丸
太
ヲ
以
壌
上
ニ
架
シ
橘
車
ヲ
繋
キ
(
中
略
)
往
々
並
河
氏
ノ
指
図
ニ
出
ヅ
、

後
世
法
ト
ス
ヘ
シ
」
(
「
文
恵
先
生
褒
事
録
」
、
『
懐
徳
』
五
四
号
、
九
二

1
九
三
頁
)

と
い
う
。

(
叩
)
『
家
礼
』
を
め
ぐ
る
明
儒
の
説
を
猛
烈
的
に
批
判
し
た
の
は
崎
門
派
で
あ
っ
た
。

拙
稿
「
近
世
に
お
け
る
『
文
公
家
礼
』
に
関
す
る
実
践
的
言
説
一
崎
門
派
の
場
合

ご
(
日
本
思
想
史
学
会
編
『
日
本
思
想
史
学
』
第
三
七
号
、
。
へ
り
か
ん
社
、
二

O
O
五
年
)
、
同
「
浅
見
網
斎
の
『
文
公
家
礼
』
実
践
と
そ
の
礼
俗
観
」
(
教
育
史

フ
ォ
ー
ラ
ム
・
京
都
編
『
教
育
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
創
刊
号
、
二

O
O六
年
)
参
照
。

(
出
)
水
戸
藩
の
喪
祭
礼
を
め
ぐ
る
儒
礼
受
容
に
つ
い
て
、
前
掲
拙
稿
「
水
戸
藩
の
儒

礼
受
容
|
『
喪
祭
儀
略
』
を
中
心
に
|
」
参
照
。

(
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
D
C
・
京
都
大
学
大
学
院
)
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